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ま え が き 

 

 

 厚生労働省雇用均等・児童家庭局では、昭和 28 年以来、働く女性に関する動

きを取りまとめ、「働く女性の実情」として毎年紹介してまいりました。 

 今年は、「Ⅰ 平成 27 年の働く女性の状況」において、働く女性の実態とそ

の特徴を明らかにするとともに、「Ⅱ 働く女性に関する対策の概況」において、

厚生労働省が行っている対策について取りまとめました。また、「Ⅲ 男女雇用

機会均等法成立 30 年を迎えて」において、男女雇用機会均等法成立以後 30 年間

の雇用均等行政分野の法律の変遷と働く女性に関するデータから、女性労働者を

取り巻く環境の変化をまとめました。そのほか、女性労働に関する各種統計資料

を収録しております。 

 本書が、働く女性に関する問題に関心を持たれる方々の参考になれば幸いに存

じます。 

 

 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

吉 田  学 

 





 

〈本冊子で使用した資料等〉 

 

１ 主な資料  

総  務 省－ 労働力調査、家計調査、社会生活基本調査、就業構

造基本調査 

厚生労働省－ 賃金構造基本統計調査、職業安定業務統計、雇用動

向調査、大学等卒業予定者の就職内定状況調査、大

学等卒業者の就職状況調査、毎月勤労統計調査、家

内労働概況調査、国民生活基礎調査、生命表、雇用

均等基本調査（女性（女子）雇用管理基本調査）、

労働者派遣事業報告、派遣労働者実態調査、労働組

合基礎調査、人口動態統計、簡易生命表、完全生命

表 

文部科学省－ 高校卒業者の就職状況調査、大学等卒業予定者の就

職内定状況調査、学校基本調査 

内 閣 府－ 男女平等に関する世論調査、男女共同参画に関する

世論調査、女性の活躍推進に関する世論調査 

国立社会保障・人口問題研究所－出生動向基本調査 

ＩＬＯ－ILOSTAT Database 

 

２ 労働力調査について 

(1) 年平均の数値を用いた。 

(2) 総数に分類不能及び不詳の数を含むため、総数と内訳の合計と

は必ずしも一致しない。 

(3) 「０」は集計した数値が表章単位に満たないものである。 

(4) 「－」印は該当数字のない箇所である。 

(5) 一部の数値については独自の計算をしており、総務省が公表し

ている数値と異なることがある。 

(6) 平成 23 年統計については、総務省において、東日本大震災の影

響により３月から８月までを補完推計した参考値によって求めた

値であり、23 年の対前年増減は、この参考値と前年（22 年）を比

較して求めている。また、平成 23 年の数値（斜体の数値）は、同

補完推計値について、平成 22 年国勢調査結果を基準とする推計人

口で遡及推計した値であり、24 年の対前年増減は、この値を用い

て計算している（比率を除く。）。 



 

３ 賃金構造基本統計調査について 

 10 人以上の常用労働者を雇用する民営事業所の結果を集計している。 

 

４ 毎月勤労統計調査について 

 (1) 事業所規模５人以上（一部 30 人以上）の調査結果による。 

 (2) 男女別の数値については約３年ごとに行われる調査サンプル替

による影響は修正されていない。 

 

５ 雇用動向調査について 

 (1) 事業所規模５人以上の調査結果による。 

 (2) 企業規模計には官公営を含んでいる。 

 (3) 平成２年以前は建設業を除く。 

 

６ 雇用均等基本調査（女性（女子）雇用管理基本調査）について 

(1) 構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計して

も必ずしも 100 とはならない。 

(2) 「0.0」は集計した数値が表章単位に満たないものである。 

(3) 「－」印は該当数字のない箇所である。 

 

７ 文中の（付表○○）は付属統計表参照 
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〈第Ⅰ部〉 

図表１-２-１ 労働力人口及び労働力人口総数に占める女性割合の推移  ······  2 

資料出所：総務省「労働力調査」 

図表１-２-２ 女性の年齢階級別労働力率  ·································  3 
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働く女性の状況 

 

Ⅰ 平成 27 年の働く女性の状況 

 

第１節 概況 

 平成 27 年の女性の労働力人口は 2,842 万人と前年に比べ 18 万人増加し、男性は

3,756 万人と、７万人減少した。この結果、労働力人口総数は前年より 11 万人増加

し 6,598 万人となり、労働力人口総数に占める女性の割合は 43.1％（前年差 0.2 ポ

イント上昇）となった。また、女性の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口

の割合）は、49.6％（男性 70.3％）と前年に比べ 0.4 ポイント上昇した。 

 女性雇用者数は 2,474 万人となり、前年に比べ 38 万人増加した。一方男性雇用者

数は 3,166 万人となり前年に比べ７万人増加した。なお、雇用者総数に占める女性

の割合は 43.9％（前年差 0.4 ポイント上昇）となった。 

 女性雇用者は産業別には、「医療,福祉」、「教育，学習支援業」等で増加した。 

女性の完全失業者数は、前年に比べ７万人減少し 88 万人となり、完全失業率は前

年に比べ 0.3 ポイント低下し 3.1％となった。 

平成 27 年の 10 人以上の常用労働者を雇用する民営事業所における女性一般労働

者の正社員・正職員のきまって支給する現金給与額は、27 万 8,400 円（前年比 0.9％

増）、うち所定内給与額（きまって支給する現金給与額から、超過労働給与額を差し

引いた額）は 25 万 9,300 円（前年比 1.1％増）となった。また正社員・正職員以外

のきまって支給する現金給与額は 19 万 3,100 円（同 1.0％増）、所定内給与額は 18

万 1,000 円（同 1.0％増）となった。 

平成 27 年の規模５人以上事業所における女性常用労働者の１人平均月間総実労

働時間は 124.8 時間（前年差 0.5 時間減）、うち所定内労働時間は 119.2 時間（同

0.4 時間減）であった。 

 

※ 総務省「労働力調査」に係る平成 23 年統計については、平成 17 年国勢調査結果を基準（旧基

準）とする推計人口をベンチマーク人口として、東日本大震災の影響により３月から８月までを

補完推計した参考値によって求めた値であり、23 年の対前年増減は、この参考値と前年（22 年）

を比較して求めている。また、平成 23 年の数値（斜体の数値）は、同補完推計値について、平成

22 年国勢調査結果を基準とする推計人口（新基準）で遡及推計した値であり、24 年の対前年増減

は、この値を用いて計算している（比率を除く。）。 
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第２節 労働力人口、就業者、雇用者の状況 

１ 労働力人口 

(1) 労働力人口 ～女性が 18 万人増加、男性が７万人減少 

 総務省「労働力調査」によると、平成 27 年の女性の労働力人口は 2,842 万人と前

年に比べ 18 万人増加（前年比 0.6％増）した。男性は 3,756 万人と、７万人減少（同

0.2％減）した。この結果、労働力人口総数は前年より 11 万人増加（同 0.2％増）

し 6,598 万人となり、労働力人口総数に占める女性の割合は 43.1％（前年差 0.2 ポ

イント上昇）となった（図表１－２－１、付表１）。 

 

図表１－２－１ 労働力人口及び労働力人口総数に占める女性割合の推移 

 

資料出所：総務省「労働力調査」 

* 平成 23 年は補完推計値（１頁※参照）。 

注）平成 23 年の数値（斜体）は、同補完推計値について平成 22 年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値。 

 

(2) 労働力率 ～女性は 0.4 ポイント上昇、男性は 0.1 ポイント低下 

 平成27年の女性の労働力率（15歳以上人口に占める労働力人口の割合）は、49.6％

と前年に比べ、0.4ポイント上昇した。男性は前年に比べ0.1ポイント低下し、70.3％

となった。 

 生産年齢（15～64 歳）についてみると、女性の人口は 3,818 万人（前年差 52 万

人減）、労働力人口は 2,550 万人（前年差３万人減）、労働力率は 66.8％（前年差 0.8
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ポイント上昇）となった。男性は人口 3,888 万人（前年差 46 万人減）、労働力人口

3,303 万人（前年差 34 万人減）、労働力率は 85.0％(前年差 0.2 ポイント上昇)であ

った（付表２、３）。 

 

(3) 年齢階級別労働力率  

～Ｍ字型カーブの底が 0.4 ポイント上昇、「25～29 歳」は初めて８割を超え過去

最高 

 平成 27 年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、「25～29 歳」（80.3％）と「45

～49 歳」（77.5％）を左右のピークとし、「30～34 歳」を底とするＭ字型カーブを描

いている。Ｍ字型の底の年齢階級は、平成 20 年から 26 年は、「35～39 歳」であっ

たが、平成 27 年は「30～34 歳」となった。Ｍ字型の底の値は 0.4 ポイント上昇し、

71.2％となった。 

「25～29 歳」については、比較可能な昭和 43 年以降初めて８割を超え、すべて

の年齢階級との比較において過去最高の水準となった。 

また、「30～34 歳」、「35～39 歳」、「40～44 歳」、「45～49 歳」、「50～54 歳」及び

「60～64 歳」についてもそれぞれの年齢階級で比較可能な昭和 43 年以降、過去最

高の水準となった。   

10 年前と比べ多くの年齢階級で労働力率は上昇しているが、上昇幅が最も大きい

のは「60～64 歳」であった（平成 17 年から 10.5 ポイント上昇）（図表１－２－２、

付表３）。 

図表１－２－２ 女性の年齢階級別労働力率 

 
資料出所：総務省「労働力調査」（平成 17、26、27 年） 
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(4) 女性の配偶関係別労働力率 

 ～「30～34 歳」の有配偶者、「50～54 歳」の未婚者の労働力率上昇幅大 

配偶関係別に平成 27 年の女性の労働力率をみると、未婚者は 63.3％、有配偶者

は 51.4％、死別・離別者は 29.6％となっている（付表４）。 

年齢階級別にみた配偶関係別労働力率を 10 年前（平成 17 年）と比べると、未婚

者は「50～54 歳」が 13.8 ポイント上昇と上昇幅が大きくなっている。有配偶者は

「30～34 歳」が 12.3 ポイントの上昇と上昇幅が大きい（図表１－２－３、付表６）。 

 

図表１－２－３ 女性の配偶関係、年齢階級別労働力率 

 
 資料出所：総務省「労働力調査」（平成 17、27 年） 

 

この 10 年間の労働力率の変化を配偶関係別の構成比の変化要因と配偶関係別の

労働力率の変化要因に分解すると、特に「30～34 歳」については、有配偶者の労働

力率の上昇による変化効果が大きかったことが確認できる。「35～39 歳」「55～59

歳」「60～64 歳」についても有配偶者の労働力率の上昇による効果が大きかったこ
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さらに、10 年間の変化を平成 17 年から 22 年までの５年間と平成 22 年から 27 年

までの５年間に分けてみると、前半の５年間については、「30～34 歳」と「35～39

歳」で、配偶関係別の構成比の変化効果と有配偶者の労働力率の変化効果が見られ

るが、後半の５年間については配偶関係別の構成比の変化効果はほとんど見られず、

有配偶者の労働力率の変化効果が労働力率を上昇させる方向に働いていたことが確
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認できる。また、後半の５年間については、特に「35～39 歳」において、有配偶者

の労働力率の変化効果が大きかったことが確認できる（図表１－２－４）。 

 

図表１－２－４ 女性の労働力率変化の要因分解 

〔平成 17 年→平成 27 年〕 

 

 

 

 

〔平成 17 年→平成 22 年〕 
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Ｎ
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2
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2）△αｉ Σ（αｉ＋ ）△Ｎｉ- αΣ（Ｎｉ＋
△α ＝

△Ｎｉ △αｉ

〔平成 22 年→平成 27 年〕 

 
資料出所：総務省「労働力調査」より厚生労働省雇用均等・児童家庭局試算 

 （注）要因分解については以下のとおり。 

   

 

 

    

    労働力率変化効果 配偶関係別人口構成変化効果 

       Ｎ：15 歳以上人口  α＝労働力率 

       （￣は配偶関係計、添字 i は配偶関係別を表す） 

    

 

(5) 非労働力人口 ～女性が 20 万人減少、男性が４万人増加 

 平成 27 年の女性の非労働力人口は 2,888 万人となり、前年に比べ 20 万人減少（前

年比 0.7％減）した。主な活動状態別にみると、「家事」は 1,455 万人（前年差 29

万人減、前年比 2.0％減）と前年に比べ減少し、「通学」は 318 万人（前年差３万人

増、同 1.0％増）、「その他（高齢者など）」は 1,115 万人（前年差６万人増、同 0.5％

増）と増加した。構成比（女性非労働力人口総数に占める割合）は、「家事」50.4％、

「通学」11.0％、「その他（高齢者など）」38.6％となっている。 

平成 27 年の男性の非労働力人口は 1,585 万人となり、前年に比べ４万人増加（前

年比 0.3％増）した。主な活動状態別にみると、「家事」68 万人（前年差３万人増、

同 4.6％増）、「通学」356 万人（前年差４万人減、前年比 1.1％減）、「その他（高齢

者など）」1,160 万人（同４万人増、同 0.3％増）となっている。構成比（男性非労

働力人口総数に占める割合）は、「家事」4.3％、「通学」22.5％、「その他（高齢者

など）」73.2％となっている（付表７）。 

総務省「労働力調査（詳細集計）」により、女性の非労働力人口を就業希望の有無
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定者」50 万人（同２万人増、前年比 4.2％増）、「就業非希望者」2,535 万人（同 20

万人減、前年比 0.8％減）となっている。 

男性は、「就業希望者」112 万人（前年差４万人減、前年比 3.4％減）、「就業内定

者」47 万人（同２万人減、4.1％減）、「就業非希望者」1,420 万人（同 10 万人増、

同 0.7％増）となっている。 
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２ 就業者及び完全失業者 

(1) 就業者数及び就業率 ～女性は 25 万人増加、男性は１万人増加 

総務省「労働力調査」によると、平成 27 年の女性の就業者数は 2,754 万人となり、

前年に比べ 25 万人増加（前年比 0.9％増）した。就業率（15 歳以上人口に占める就

業者の割合）は 48.0％で、前年に比べ 0.4 ポイント上昇した。 

25～44 歳の女性の就業者数は 1,131 万人となり、前年に比べ 10 万人減少した。

就業率（25～44 歳人口に占める就業者の割合）は 71.6％で、前年に比べ 0.8 ポイン

ト上昇した。 

男性の就業者数は 3,622 万人となり、前年に比べ１万人増加（前年比 0.03％増）

した。就業率は 67.8％で前年に比べ 0.1 ポイント上昇した（図表１－２－５、付表

８、９）。 

女性の就業者数を従業上の地位別にみると、「雇用者」2,474 万人（前年差 38 万

人増、前年比 1.6％増）、「家族従業者」132 万人（同４万人減、同 2.9％減）、「自営

業主」136 万人（同７万人減、同 4.9％減）となっている。女性の就業者総数に占め

る割合は「雇用者」89.8％、「家族従業者」4.8％、「自営業主」4.9％であった。 

男性は、「雇用者」3,166 万人（前年差７万人増、前年比 0.2％増）、「家族従業者」

30 万人（同３万人減、同 9.1％減）、「自営業主」407 万人（同６万人減、同 1.5％減）

となっている。男性の就業者総数に占める割合は「雇用者」87.4％、「家族従業者」

0.8％、「自営業主」11.2％であった（付表 10、11）。 

 

図表１－２－５ 男女別就業者数の推移 

 
資料出所：総務省「労働力調査」 

*平成 23 年の数値（斜体）は、補完推計値を平成 22 年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値（１頁※参照）。 
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(2) 完全失業者数及び完全失業率 ～男女とも７万人減少し、完全失業率低下 

 平成 27 年の完全失業者数は、女性が 88 万人となり、前年に比べ７万人減少（前

年比 7.4％減）した。男性は７万人減少（同 5.0％減）し、134 万人となった（図表

１－２－６、付表 12）。 

平成 27 年の完全失業率（労働力人口に占める完全失業者の割合）は、女性は 3.1％

となり 0.3 ポイント低下した。男性は 3.6％となり 0.1 ポイント低下した（図表１

－２－７、付表 12）。 

年齢階級別に男女の完全失業率を比較すると、「40～44 歳」で女性が男性よりも

高くなっている（図表１－２－８、付表 14）。 

 

図表１－２－６ 男女別完全失業者数の推移 

 

資料出所：総務省「労働力調査」 

*平成 23 年の数値（斜体）は、補完推計値を平成 22 年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値（１頁※参照）。  
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図表１－２－７ 男女別完全失業率の推移 

 
資料出所：総務省「労働力調査」 

* 平成 23 年は補完推計値（１頁※参照）。 

 

 

図表１－２－８ 年齢階級別完全失業率 

 
資料出所：総務省統計局「労働力調査」（平成 27 年） 
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３ 雇用者 

(1) 雇用者数 ～女性は 38 万人増加、男性は７万人増加 

 総務省「労働力調査」によると、平成 27 年の雇用者数は、女性は 2,474 万人とな

り、前年に比べ 38 万人増加（前年比 1.6％増）した。 

男性は 3,166 万人となり、前年に比べ７万人増加（同 0.2％増）した。 

雇用者総数（5,640 万人）は前年に比べ 45 万人増加（同 0.8％増）した。雇用者

総数に占める女性の割合は 43.9％（前年差 0.4 ポイント上昇）となった（図表１－

２－９、付表 16－1、17－2）。 

 

図表１－２－９ 雇用者数及び雇用者総数に占める女性割合の推移 

 
資料出所：総務省「労働力調査」 

* 平成 23 年は補完推計値（１頁※参照）。 

注）平成 23 年の数値（斜体）は、同補完推計値について平成 22 年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値。 

 

(2) 年齢階級別雇用者数 ～男女とも「40～44 歳」が最も多い 

 平成 27 年の女性雇用者数を年齢階級別にみると、「40～44 歳」が 328 万人（女性

雇用者総数に占める割合13.3％）と最も多く、次いで「45～49歳」302万人（同12.2％）、
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平成 27 年の男性雇用者数を年齢階級別にみると、最も多いのは「40～44 歳」で

422 万人（男性雇用者総数に占める割合 13.3％）、次いで「45～49 歳」366 万人（同

11.6％）、「35～39 歳」365 万人（同 11.5％）の順となっている。（付表 16－1、16

－2）。 
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(3) 産業別雇用者数 

 ～女性は「医療，福祉」、男性は「卸売業，小売業」の増加幅が最も大きい 

 平成 27 年の女性雇用者数を産業別にみると、「医療，福祉」が 578 万人（女性雇

用者総数に占める割合 23.4％）と最も多く、次いで「卸売業，小売業」495 万人（同

20.0％）、「製造業」290 万人（同 11.7％）、「宿泊業，飲食サービス業」206 万人（同

8.3％）の順となっている。前年に比べ増加幅が大きい産業は、「医療，福祉」（前年

差 19 万人増、前年比 3.4％増）、「教育，学習支援業」（同６万人増、同 4.1％増）、

「サービス業（他に分類されないもの）」（同６万人増、同 4.4％増）であった。一

方、「卸売業，小売業」（同３万人減、同 0.6％減）は減少幅が大きかった。 

 男性については、「製造業」が 694 万人（男性雇用者総数に占める割合 21.9％）

と最も多く、次いで「卸売業，小売業」468 万人（同 14.8％）、「建設業」342 万人

（同 10.8％）、「運輸業，郵便業」259 万人（同 8.2％）の順となっている。前年に

比べ増加幅が大きい産業は、「卸売業，小売業」（前年差６万人増、前年比 1.3％増）、

「医療，福祉」（同６万人増、同 3.6％増）、「サービス業（他に分類されないもの）」

（同４万人増、同 1.8％増）であった。一方、「製造業」（同６万人減、同 0.9％減）、

「公務（他に分類されるものを除く）」（同４万人減、同 2.3％減）は減少幅が大き

かった。 

なお、雇用者数に占める女性比率（雇用者総数に占める女性の割合）が５割以上

の産業は、「医療,福祉」（77.0％）、「宿泊業，飲食サービス業」（63.6％）、「生活関

連サービス業，娯楽業」（59.4％）、「金融業，保険業」（54.7％）、「教育,学習支援業」

（54.7％）、「卸売業，小売業」（51.4％）となっている（図表１－２－10、11、付表

17－1、17－2）。 

 

  

 

図表１－２－10 産業別雇用者数の対前年増減〔平成 27 年〕 

資料出所：総務省「労働力調査」（平成 26、27 年） 

 

図表１－２－11 主な産業の女性雇用者数の推移 

 
資料出所：総務省「労働力調査」 
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図表１－２－10 産業別雇用者数の対前年増減〔平成 27 年〕 

資料出所：総務省「労働力調査」（平成 26、27 年） 

 

図表１－２－11 主な産業の女性雇用者数の推移 

 
資料出所：総務省「労働力調査」 
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(4) 職業別雇用者数  

～女性は「事務従事者」、男性は「生産工程従事者」が最も多い 

平成 27 年の女性の雇用者数を職業別にみると、「事務従事者」が 721 万人（女性

雇用者総数に占める割合 29.1％）と最も多く、次いで「サービス職業従事者」471

万人（同 19.0％）、「専門的・技術的職業従事者」458 万人（同 18.5％）、「販売従事

者」337 万人（同 13.6％）の順となっている。 

男性は、「生産工程従事者」が 567 万人（男性雇用者総数に占める割合 17.9％）

と最も多く、次いで「事務従事者」501 万人（同 15.8％）、「専門的・技術的職業従

事者」490 万人（同 15.5％）、「販売従事者」440 万人（同 13.9％）の順となってい

る（付表 18－1、18－2）。 

 

(5) 企業規模別雇用者数 ～男女とも「500 人以上」と「100～499 人」の増加幅大 

 雇用者数のうち、平成 27 年の女性の非農林業雇用者数は 2,452 万人、男性の非農

林業雇用者数は 3,135 万人であった。 

非農林業女性雇用者数を企業規模別にみると、「1～29 人」が 704 万人（非農林業

女性雇用者数に占める割合 28.7％）と最も多く、次いで「500 人以上」634 万人（同

25.9％）、「100～499 人」464 万人（同 18.9％）、「30～99 人」397 万人（同 16.2％）

の順となっており、「官公」は 218 万人（同 8.9％）となっている。「500 人以上」（前

年差 15 万人増、前年比 2.4％増）、「100～499 人」（同 11 万人増、同 2.4％増）、「30

～99 人」（同９万人増、同 2.3％増）で前年に比べ増加しており、「１～29 人」及び

「官公」は、前年同であった。 

男性は「500 人以上」が 931 万人（非農林業男性雇用者総数に占める割合 29.7％）

で最も多く、「1～29 人」819 万人（同 26.1％）、「100～499 人」595 万人（同 19.0％）、

「30～99 人」475 万人（同 15.2％）の順となっており、「官公」は 280 万人（同 8.9％）

となっている。「100～499 人」（前年差 12 万人増、前年比 2.1％増）、「500 人以上」

（同８万人増、同 0.9％増）、「30～99 人」（同１万人増、同 0.2％増）は前年に比べ

増加しているが、「１～29 人」（同 10 万人減、同 1.2％減）及び「官公」（同８万人

減、同 2.8％減）は前年よりも減少した（付表 19－1、19－2）。 

 

(6) 雇用形態別雇用者数 

① 従業上の地位（常雇・臨時雇・日雇）別雇用者数 

 ～男女とも「常雇」が最も多い 

平成 27 年の非農林業女性雇用者数を、従業上の地位（常雇・臨時雇・日雇）別

にみると、「常雇」（役員及び１年を超える又は雇用期間を定めない契約で雇われ
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ている者）は 2,202 万人（前年差 44 万人増、前年比 2.0％増）、「臨時雇」（１か

月以上１年以内の期間を定めて雇われている者）は218万人（同５万人減、同2.2％

減）、「日雇」（日々又は１か月未満の契約で雇われている者）は 32 万人（前年同）

となった。 

構成比（非農林業女性雇用者数に占める割合）は、「常雇」89.8％（前年差 0.4

ポイント上昇）、「臨時雇」8.9％（同 0.3 ポイント低下）、「日雇」1.3％（前年同）

となった。 

男性は「常雇」が 2,970 万人（前年差８万人増、前年比 0.3％増）、「臨時雇」

は 128 万人（前年同）、「日雇」は 38 万人（前年同）となった。 

構成比（非農林業男性雇用者総数に占める割合）は、「常雇」94.7％（前年同）、

「臨時雇」4.1％（前年同）、「日雇」1.2％（前年同）となった（付表 20－1、20

－2）。 

 

② 雇用形態（勤め先での呼称による）別雇用者数  

～女性の正規の職員・従業員の割合上昇 

役員を除く雇用者数を雇用形態（勤め先での呼称による）別にみると、平成 27

年の女性は、「正規の職員・従業員」が 1,043 万人（前年差 23 万人増、前年比 2.3％

増）、「非正規の職員・従業員」が 1,345 万人（前年差 13 万人増、前年比 1.0％増）

となり、前年に比べ「正規の職員・従業員」、「非正規の職員・従業員」ともに増

加した。 

「非正規の職員・従業員」のうち「パート・アルバイト」は 1,053 万人（同 11

万人増、同 1.1％増）、「労働者派遣事業所の派遣社員」は 76 万人（同５万人増、

同 7.0％増）、「契約社員・嘱託」は 176 万人（同１万人減、0.6％減）、「その他」

は 41 万人（同１万人減、同 2.4％減）となった。 

構成比（役員を除く女性雇用者総数に占める割合）は、「正規の職員・従業員」

43.7％（前年差 0.3 ポイント上昇）、「非正規の職員・従業員」56.3％（同 0.3 ポ

イント低下）となった。また、「非正規の職員・従業員」のうち「パート・アルバ

イト」44.1％（同 0.2 ポイント低下）、「労働者派遣事業所の派遣社員」3.2％（同

0.2 ポイント上昇）、「契約社員・嘱託」7.4％（同 0.1 ポイント低下）、「その他」

1.7％（同 0.1 ポイント低下）となった。 

男性は、「正規の職員・従業員」が 2,270 万人（前年差３万人増、前年比 0.1％

増）、「非正規の職員・従業員」が 634 万人（同４万人増、同 0.6％増）となり、

前年に比べ「正規の職員・従業員」、「非正規の職員・従業員」ともに増加した。 

「非正規の職員・従業員」のうち「パート・アルバイト」は 312 万人（同８万
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人増、同 2.6％増）、「労働者派遣事業所の派遣社員」は 50 万人（同２万人増、同

4.2％増）、「契約社員・嘱託」は 229 万人（同６万人減、同 2.6％減）、「その他」

は 42 万人（同１万人減、同 2.3％減）となっている。 

構成比（役員を除く男性雇用者総数に占める割合）は、「正規の職員・従業員」

78.2％（前年差 0.1 ポイント低下）、「非正規の職員・従業員」21.8％（同 0.1 ポ

イント上昇）、うち「パート・アルバイト」10.7％（同 0.2 ポイント上昇）、「労働

者派遣事業所の派遣社員」1.7％（前年同）、「契約社員・嘱託」7.9％（同 0.2 ポ

イント低下）、「その他」1.4％（同 0.1 ポイント低下）となった（図表１－２－12、

付表 21－1、21－2）。 

 

図表１－２－12 非正規の職員・従業員の割合の推移 

  
 

資料出所：総務省「労働力調査」 

      注）平成 24 年以前は詳細集計の結果を掲載している。 

* 平成 23 年は補完推計値（１頁※参照）。 

 

(7) 女性の配偶関係別雇用者数   

～「有配偶」の非農林業女性雇用者数に占める割合が最も高い 

平成 27 年の非農林業女性雇用者数を配偶関係別にみると、「有配偶」が 1,426 万

人（非農林業女性雇用者数に占める割合 58.2％）と最も多くなっている。また、「未

婚」は 727 万人（同 29.6％）、「死別・離別」は 282 万人（同 11.5％）となっている

（付表 22）。 
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(8) 教育別雇用者数の構成比 ～女性は「大学卒」が最も上昇 

 総務省「労働力調査（詳細集計）」により、役員を除く雇用者数を教育の状況別に

その構成比をみると、平成 27 年の女性は、「在学中」が 2.8％、「小学・中学・高校・

旧中卒」が 47.2％、「短大・高専卒」が 28.3％、「大学卒」が 18.1％、「大学院卒」

が 1.3％となっている。 

男性は、「在学中」が 2.3％、「小学・中学・高校・旧中卒」が 48.1％、「短大・高

専卒」が 11.0％、「大学卒」が 32.1％、「大学院卒」が 4.2％となっている（付表 26）。 

 

(9) 一般労働者の平均勤続年数、平均年齢 

① 一般労働者の平均勤続年数 

 ～女性正社員・正職員 10.2 年、正社員・正職員以外 6.8 年 

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10 人以上の常用労働者を雇用する民営

事業所。以下「企業規模 10 人以上」という。）により、平成 27 年の一般労働者の

平均勤続年数をみると、正社員・正職員の女性は 10.2 年（前年 10.1 年）、男性は

14.0 年（同 14.1 年）と、女性が前年に比べ長くなり、男女差は 3.8 年（同 4.0

年）と、前年に比べ短くなった。 

また、正社員・正職員以外の女性は 6.8 年（同 6.6 年）、男性は 9.1 年（同 8.4

年）と、男女とも前年に比べ長くなったが、男女差は 2.3 年（同 1.8 年）となり、

前年に比べ長くなった（図表１－２－13、付表 27）。 

 

図表１－２－13 一般労働者の平均勤続年数の推移〔正社員・正職員〕 
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〔正社員・正職員以外〕 

 
資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

注） １ 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。 

２ 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働 

時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。 

３ 「正社員・正職員」は事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以外」とは、「正社員・正職員」 

に該当しない者をいう。 

４ 企業規模 10 人以上の結果を集計している。    

 

② 一般労働者の平均年齢 

 ～女性正社員・正職員 39.7 歳、正社員・正職員以外 44.3 歳 

平成 27 年の一般労働者の平均年齢は、正社員・正職員の女性は 39.7 歳（前年

39.5 歳）、男性は 42.3 歳（同 42.2 歳）であり、前年に比べ女性は 0.2 歳、男性

は 0.1 歳高くなった。 

また、正社員・正職員以外の女性は 44.3 歳（同 44.1 歳）、男性は 49.2 歳（同

48.2 歳）であり、前年に比べ女性は 0.2 歳、男性は 1.0 歳高くなった（付表 28）。 
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第３節 労働市場の状況 

１ 一般職業紹介状況 ～新規求人倍率、有効求人倍率ともに上昇 

厚生労働省「職業安定業務統計」により、新規学卒者及びパートタイムを除く一

般職業紹介状況をみると、平成 27 年平均の新規求人数（男女計）は、月あたり 51

万 8,658 人で、前年に比べ 7,967 人の増加（前年比 1.6％増）となった。 

 新規求職者数（男女計）は 33 万 3,934 人で、前年に比べ２万 126 人の減少（前年

比 5.7％減）となった。 

 新規求人倍率は 1.55 倍で前年に比べて 0.11 ポイント上昇した。また、有効求人

倍率は 1.05 倍となり、前年に比べて 0.09 ポイント上昇した（付表 32）。 

 

 

２ 一般労働者の入職・離職状況 

(1) 一般労働者の入職者数、離職者数 ～女性の入職者数が減少 

厚生労働省「雇用動向調査」により、一般労働者（常用労働者のうち、パートタ

イム労働者（常用労働者のうち、１日の所定内労働時間が一般の労働者よりも短い

又は１日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が少ない者）

を除く者）の労働移動の状況をみると、平成 27 年上半期の女性の入職者数は 123

万 2.5 千人（前年同期差 14 万 6.9 千人減、前年同期比 10.6％減）となった。一方、

女性の離職者数は 101 万 7.2 千人（同２万 2.9 千人増、同 2.3％増）であった。 

男性については、入職者数は 157 万 7.2 千人（前年同期差３万 6.5 千人増、前年

同期比 2.4％増）、離職者数は 140 万 6.1 千人（同 9.6 千人増、同 0.7％増）であっ

た（付表 33－1）。 

 

(2) 一般労働者の入職率、離職率 ～男女とも入職超過 

平成 27 年上半期の女性の一般労働者の入職率（年初の常用労働者に対する入職者

の割合）は 10.1％（前年同期 12.2％）、離職率（年初の常用労働者に対する離職者

の割合）は 8.3％（同 8.8％）となっており、1.8 ポイントの入職超過となっている。

男性の入職率は 6.6％（同 6.7％）、離職率は 5.9％（同 6.1％）となっており、0.7

ポイントの入職超過となっている（付表 33－2）。 

 

(3) 職歴別一般労働者への入職者の状況 

～女性の転職入職者、未就業入職者ともに減少 

 平成 27 年上半期の入職者のうち一般労働者の職歴（入職前１年間の就業経験の有

無）をみると、女性の入職者数は 123 万 2.5 千人（前年同期 137 万 9.4 千人）であ
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万 2.5 千人（前年同期差 14 万 6.9 千人減、前年同期比 10.6％減）となった。一方、

女性の離職者数は 101 万 7.2 千人（同２万 2.9 千人増、同 2.3％増）であった。 

男性については、入職者数は 157 万 7.2 千人（前年同期差３万 6.5 千人増、前年

同期比 2.4％増）、離職者数は 140 万 6.1 千人（同 9.6 千人増、同 0.7％増）であっ

た（付表 33－1）。 

 

(2) 一般労働者の入職率、離職率 ～男女とも入職超過 

平成 27 年上半期の女性の一般労働者の入職率（年初の常用労働者に対する入職者

の割合）は 10.1％（前年同期 12.2％）、離職率（年初の常用労働者に対する離職者

の割合）は 8.3％（同 8.8％）となっており、1.8 ポイントの入職超過となっている。

男性の入職率は 6.6％（同 6.7％）、離職率は 5.9％（同 6.1％）となっており、0.7

ポイントの入職超過となっている（付表 33－2）。 

 

(3) 職歴別一般労働者への入職者の状況 

～女性の転職入職者、未就業入職者ともに減少 

 平成 27 年上半期の入職者のうち一般労働者の職歴（入職前１年間の就業経験の有

無）をみると、女性の入職者数は 123 万 2.5 千人（前年同期 137 万 9.4 千人）であ
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り、そのうち「転職入職者」（当該事業所に入職する前１年間に就業経験のある者）

は 69 万 8.5 千人、「未就業入職者」（当該事業所に入職する前１年間に就業経験がな

かった者）は 53 万４千人となっており、前年同期に比べ「転職入職者」は 10 万９

千人減となっている。また「未就業入職者」のうち「新規学卒者」（当該事業所に入

職する前１年間に就業していなかった者で調査年１月以降に最終の学校を卒業した

者）が 41 万 2.6 千人（前年同期差 9.1 千人減）、「新規学卒者以外」が 12 万 1.4 千

人（前年同期差２万 8.7 千人減）となっている。 

職歴別の構成比は「転職入職者」が前年同期に比べ 1.8 ポイント低下し 56.7％、

「未就業入職者」が 1.8 ポイント上昇し 43.3％となっているが、「未就業入職者」

のうち「新規学卒者」は 33.5％（前年同期差 2.9 ポイント上昇）、「新規学卒者以外」

は 9.8％（同 1.1 ポイント低下）となっている（付表 35－1、35－2）。 

男性の入職者数は 157 万 7.2 千人（前年同期 154 万 0.7 千人）であり、そのうち

「転職入職者」は 97 万 1.7 千人、「未就業入職者」は 60 万 5.5 千人となっており、

前年同期に比べ「転職入職者」は 7.9 千人増となっている。また「未就業入職者」

については「新規学卒者」が 44 万 5.3 千人（前年同期差２万人増）、「新規学卒者以

外」が 16 万 0.2 千人（同 8.7 千人増）となっている。 

職歴別の構成比は「転職入職者」が前年に比べ 1.0 ポイント低下し 61.6％、「未

就業入職者」が 1.0 ポイント上昇し 38.4％となっているが、「未就業入職者」のう

ち「新規学卒者」は 28.2％（前年同期差 0.6 ポイント上昇）、「新規学卒者以外」は

10.2％（同 0.4 ポイント上昇）となっている（付表 36－1、36－2）。 

 

 

３ 新規学卒者の就職状況 

(1) 高校新卒者、大学新卒者の就職率 

① 高校新卒者の就職率 ～男女とも上昇 

文部科学省「高校卒業者の就職状況調査」により、高校新卒者の就職状況をみ

ると、平成 27 年３月卒業者の就職率（平成 27 年３月末現在）は前年に比べ 0.9

ポイント上昇し 97.5％であった。これを男女別にみると、女性は前年に比べ 1.3

ポイント上昇し 96.4％、男性も 0.6 ポイント上昇し 98.1％となっており、女性が

男性を 1.7 ポイント下回っている（付表 38）。 

また、平成 28 年３月卒業者の就職率（平成 28 年３月末現在）は 97.7％となっ

ているが、女性は 96.8％、男性は 98.3％となっており、女性が男性を 1.5 ポイン

ト下回っている。前年に比べると、女性は 0.4 ポイント、男性は 0.2 ポイント高

くなっている（付表 38）。 
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② 大学新卒者の就職率 ～男女とも上昇 

厚生労働省・文部科学省「大学等卒業者の就職状況調査」により、大学新卒者

の就職状況をみると、平成 27 年３月卒業者の就職率（平成 27 年４月１日現在）

は 96.7％となっているが、女性は 96.9％、男性は 96.5％となっており、女性が

男性を 0.4 ポイント上回っている。前年に比べると、女性は 1.7 ポイント、男性

は 2.7 ポイント上昇した（付表 39）。 

また、平成 28 年３月卒業者の就職率（平成 28 年４月１日現在）は 97.3％とな

っているが、女性は 98.0％、男性は 96.7％となっており、女性が男性を 1.3 ポイ

ント上回っている。前年に比べると、女性は 1.1 ポイント、男性は 0.2 ポイント

上昇した（付表 39）。 

 

(2) 学歴別新規学卒就職者数 ～女性は大学卒の割合過去最高 

 文部科学省「学校基本調査」により、平成 27 年３月の新規学卒就職者数を学歴別

にみると、女性は大学卒業者が 20 万 1,388 人で最も多く、次いで高等学校卒業者７

万 4,454 人、短期大学卒業者 4 万 2,734 人、中学校卒業者 850 人の順となっている。

前年と比べると、大学卒業者は 8,102 人増、高等学校卒業者は 1,811 人増、短期大

学卒業者は 1,833 人増、中学校卒業者は 59 人減となっている。 

また、学歴別の構成比をみると、大学卒業者は前年に比べ 0.2 ポイント、短期大

学卒業者は 0.1 ポイント上昇しそれぞれ 63.0％、13.4％となり、中学校卒業者は同

率、高等学校卒業者は 0.3 ポイント低下しそれぞれ 0.3％、23.3％となった。 

男性については大学卒業者が 20 万 8,371 人と最も多く、次いで高等学校卒業者

11万 5,225 人、短期大学卒業者 3,678 人、中学校卒業者 3,368 人の順となっている。

前年と比べると、大学卒業者は 6,812 人増、高等学校卒業者は 4,284 人増、短期大

学卒業者は 342 人増、中学校卒業者は 346 人減となっている。 

また、学歴別の構成比は、高等学校卒業者と短期大学卒業者は前年に比べ共に 0.1

ポイント上昇しそれぞれ 34.8％、1.1％となり、大学卒業者は 0.1 ポイント、中学

校卒業者は 0.2 ポイント低下しそれぞれ 63.0％、1.0％となった（付表 40－1、40

－2）。 

 

(3) 高等学校卒業者の就職状況 

① 卒業者数、就職者数、卒業者に占める就職者割合 

～卒業者に占める就職者割合男女ともに上昇 

平成 27 年３月の女性の高等学校卒業者数は、52 万 9,478 人（前年比 1.6％増）

であり、うち就職者数は７万 4,454 人（同 2.5％増）、卒業者に占める就職者の割
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合は 14.1％と、前年に比べ 0.2 ポイント上昇した。 

男性は卒業者数が 53 万 4,898 人（前年比 1.6％増）であり、うち就職者数は 11

万 5,225 人（同 3.9％増）、卒業者に占める就職者の割合は 21.5％と、前年に比べ

0.4 ポイント上昇した（付表 40－1、41）。 

 

② 産業別学卒就職者 ～男女とも「製造業」が最も多い 

平成 27 年３月に高等学校を卒業した者のうち、就職者を産業別にみると、女性

は「製造業」が 26.2％、「卸売業，小売業」が 18.6％、「医療，福祉」が 15.1％、

「宿泊業，飲食サービス業」が 10.6％、「生活関連サービス業,娯楽業」が 8.1％

と、この５産業で全体の 78.6％を占めている。前年に比べると「製造業」は 1.5

ポイントの上昇、「卸売業，小売業」は 0.8 ポイントの上昇、「医療，福祉」は 1.8

ポイントの低下、「宿泊業，飲食サービス業」は 0.9 ポイントの低下、「生活関連

サービス業,娯楽業」は 1.0 ポイントの低下であった。 

男性は「製造業」が 43.3％、次いで「建設業」（13.3％）、「公務（他に分類さ

れるものを除く）」(8.4％）となっている。前年に比べると「製造業」は 1.7 ポイ

ントの上昇、「建設業」は 0.6 ポイントの低下、「公務（他に分類されるものを除

く）」は 0.2 ポイントの低下であった（付表 42－2）。 

 

③ 職業別学卒就職者  

～女性は「サービス職業従事者」、男性は「生産工程従事者」が最も多い 

職業別にみると、女性は「サービス職業従事者」が 31.6％で最も多く、次いで

「生産工程従事者」（21.4％）、「事務従事者」（20.3％）、「販売従事者」（16.5％）

の順となっている。男性は「生産工程従事者」が 46.1％を占め、次いで「建設・

採掘従事者」（9.8％）、「サービス職業従事者」（9.2％）となっている（付表 45－

2）。 

 

(4) 短期大学卒業者の就職状況 

① 卒業者数、就職者数、卒業者に占める就職者割合 

 ～卒業者に占める就職者割合男女とも上昇 

平成 27 年３月の女性の短期大学卒業者数は、５万 3,439 人（前年比 1.1％増）

であり、うち就職者数は４万 2,734 人（同 4.5％増）、卒業者に占める就職者の割

合は 80.0％と、前年に比べ 2.6 ポイント上昇した。 

男性は卒業者数が 5,996 人（同 1.2％増）であり、うち就職者数は 3,678 人（同

10.3％増）、卒業者に占める就職者の割合は 61.3％と、前年に比べ 5.0 ポイント

 

上昇した（付表 40－1、41）。 

 

② 産業別学卒就職者 ～男女とも「医療，福祉」が最も多い 

平成 27 年３月に短期大学を卒業した者のうち、女性の就職者を産業別にみると、

「医療，福祉」が 48.3％と最も多く、次いで「教育，学習支援業」（15.0％）、「卸

売業，小売業」（11.2％）の順となっている。前年に比べると「医療，福祉」は

1.0 ポイントの低下、「教育，学習支援業」は 0.7 ポイントの上昇、「卸売業，小

売業」は 0.3 ポイントの上昇であった。 

男性も「医療，福祉」が 40.1％で最も多く、次いで「卸売業，小売業」（19.1％）、

「製造業」（8.9％）の順となっている。前年に比べると「医療，福祉」は 2.2 ポ

イントの低下、「卸売業，小売業」は 2.0 ポイントの上昇、「製造業」は 0.2 ポイ

ントの上昇であった（付表 43－2）。 

 

③ 職業別学卒就職者 ～男女とも「専門的・技術的職業従事者」が最も多い 

職業別にみると、女性は「専門的・技術的職業従事者」が 62.4％で最も多く、

次いで「事務従事者」（16.2％）、「サービス職業従事者」（10.0％）、「販売従事者」

（9.6％）となっている。男性も、「専門的・技術的職業従事者」が 46.8％で最も

多く、次いで「サービス職業従事者」（18.2％）、「生産工程従事者」（14.7％）と

なっている（付表 46－2）。 

 

(5) 大学卒業者の就職状況 

① 卒業者数、就職者数、卒業者に占める就職者割合 

 ～卒業者に占める就職者割合が男女ともに上昇 

平成 27 年３月の女性の大学卒業者数は、25 万 6,482 人（前年比 0.6％増）であ

り、うち就職者数は 20 万 1,388 人（同 4.2％増）、卒業者に占める就職者の割合

は 78.5％と、前年と比べ 2.7 ポイント上昇した。 

男性は、卒業者数が 30 万 7,553 人（同 1.0％減）であり、うち就職者数は 20

万 8,371 人（同 3.4％増）、卒業者に占める就職者の割合は 67.8％と、前年に比べ

2.9 ポイント上昇した。 

なお、卒業者数から進学者数を除いた就職者割合では、女性が 84.8％（前年

81.9％）、男性が 81.6％（同 78.2％）と、14 年連続して女性が男性を上回ってい

る（付表 40－1、41）。 
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上昇した（付表 40－1、41）。 

 

② 産業別学卒就職者 ～男女とも「医療，福祉」が最も多い 

平成 27 年３月に短期大学を卒業した者のうち、女性の就職者を産業別にみると、

「医療，福祉」が 48.3％と最も多く、次いで「教育，学習支援業」（15.0％）、「卸

売業，小売業」（11.2％）の順となっている。前年に比べると「医療，福祉」は

1.0 ポイントの低下、「教育，学習支援業」は 0.7 ポイントの上昇、「卸売業，小

売業」は 0.3 ポイントの上昇であった。 

男性も「医療，福祉」が 40.1％で最も多く、次いで「卸売業，小売業」（19.1％）、

「製造業」（8.9％）の順となっている。前年に比べると「医療，福祉」は 2.2 ポ

イントの低下、「卸売業，小売業」は 2.0 ポイントの上昇、「製造業」は 0.2 ポイ

ントの上昇であった（付表 43－2）。 

 

③ 職業別学卒就職者 ～男女とも「専門的・技術的職業従事者」が最も多い 

職業別にみると、女性は「専門的・技術的職業従事者」が 62.4％で最も多く、

次いで「事務従事者」（16.2％）、「サービス職業従事者」（10.0％）、「販売従事者」

（9.6％）となっている。男性も、「専門的・技術的職業従事者」が 46.8％で最も

多く、次いで「サービス職業従事者」（18.2％）、「生産工程従事者」（14.7％）と

なっている（付表 46－2）。 

 

(5) 大学卒業者の就職状況 

① 卒業者数、就職者数、卒業者に占める就職者割合 

 ～卒業者に占める就職者割合が男女ともに上昇 

平成 27 年３月の女性の大学卒業者数は、25 万 6,482 人（前年比 0.6％増）であ

り、うち就職者数は 20 万 1,388 人（同 4.2％増）、卒業者に占める就職者の割合

は 78.5％と、前年と比べ 2.7 ポイント上昇した。 

男性は、卒業者数が 30 万 7,553 人（同 1.0％減）であり、うち就職者数は 20

万 8,371 人（同 3.4％増）、卒業者に占める就職者の割合は 67.8％と、前年に比べ

2.9 ポイント上昇した。 

なお、卒業者数から進学者数を除いた就職者割合では、女性が 84.8％（前年

81.9％）、男性が 81.6％（同 78.2％）と、14 年連続して女性が男性を上回ってい

る（付表 40－1、41）。 
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② 産業別学卒就職者 

～女性は「医療,福祉」、男性は「卸売業,小売業」が最も多い 

平成 27 年３月に大学を卒業した者のうち、女性の就職者を産業別にみると、「医

療,福祉」が 19.6％と最も多く、次いで「卸売業,小売業」（15.5％）、「金融業，

保険業」（10.5％）、「教育,学習支援業」（10.0％）、「製造業」（8.7％）となってい

る。前年に比べると「医療,福祉」は 0.9 ポイントの低下、「卸売業,小売業」は

0.7 ポイントの低下、「金融業，保険業」は 0.8 ポイントの上昇であった。 

男性は「卸売業,小売業」が 17.6％と最も多く、次いで「製造業」（14.8％）、「情

報通信業」（9.7％）、「金融業，保険業」（7.5％）、「公務（他に分類されるものを

除く）」（7.5％）となっている。前年に比べると「卸売業,小売業」は 0.5 ポイン

トの低下、「製造業」は 0.1 ポイントの上昇、「情報通信業」は 0.6 ポイントの上

昇であった（付表 44－2）。 

 

③ 職業別学卒就職者 ～男女とも「専門的・技術的職業従事者」が最も多い 

職業別にみると、女性は「専門的・技術的職業従事者」が 36.5％と最も多く、

次いで「事務従事者」（32.5％）、「販売従事者」（20.9％）の順となっている。男

性も「専門的・技術的職業従事者」が 33.7％と最も多く、「販売従事者」（29.1％）、

「事務従事者」（24.9％）の順となっている（付表 47－2）。 

 

 

第４節 労働条件等の状況 

１ 賃 金 

(1) 一般労働者の賃金 

① 正社員・正職員  

～男女ともきまって支給する現金給与額、所定内給与額ともに前年を上回る 

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（企業規模 10 人以上）によると、平成 27

年の女性一般労働者の正社員・正職員のきまって支給する現金給与額は、27 万

8,400 円（前年比 0.9％増）、うち所定内給与額（きまって支給する現金給与額か

ら、超過労働給与額を差し引いた額）は 25 万 9,300 円（同 1.1％増）となり、き

まって支給する現金給与額、所定内給与額ともに前年を上回った。 

一方、男性のきまって支給する現金給与額は、38 万 4,900 円（前年比 1.1％増）、

うち所定内給与額は 34 万 8,300 円（同 1.5％増）で、きまって支給する現金給与

額、所定内給与額ともに前年を上回った（図表１－４－１、付表 54）。 

 

図表１－４－１ 一般労働者の正社員・正職員の賃金実態 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成 27 年） 

注） １ 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。 

 ２ 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働時

間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。 

 ３ 「正社員・正職員」は事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以外」とは、「正社員・正職員」

に該当しない者をいう。 

 ４ 企業規模 10 人以上の結果を集計している。   

 ５ （ ）内は前年の数値である。 

 

② 正社員・正職員以外  

～男女ともきまって支給する現金給与額、所定内給与額ともに前年を上回る 

平成 27 年の女性一般労働者の正社員・正職員以外のきまって支給する現金給与

額は、19 万 3,100 円（前年比 1.0％増）、うち所定内給与額は 18 万 1,000 円（同

1.0％増）となった。きまって支給する現金給与額、所定内給与額ともに前年を上

回った。 

一方、男性のきまって支給する現金給与額は、25 万 2,700 円（前年比 2.4％増）、

うち所定内給与額は 22 万 9,100 円（同 3.1％増）で、きまって支給する現金給与

（千円） （千円） （千円） （時間） （時間）

男女計 352.4 (349.9) 321.1 (317.7) 1009.6 (959.7) 164 (164) 14 (14)

女性 278.4 (275.9) 259.3 (256.6) 740.4 (708.1) 163 (162) 8 (9)

男性 384.9 (380.7) 348.3 (343.2) 1127.8 (1064.6) 165 (164) 16 (17)

きまって支給する現金給与額 年間賞与その他
特別給与額

所定内
実労働時間数

超過
実労働時間数所定内給与額
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第４節 労働条件等の状況 

１ 賃 金 

(1) 一般労働者の賃金 

① 正社員・正職員  

～男女ともきまって支給する現金給与額、所定内給与額ともに前年を上回る 

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（企業規模 10 人以上）によると、平成 27

年の女性一般労働者の正社員・正職員のきまって支給する現金給与額は、27 万

8,400 円（前年比 0.9％増）、うち所定内給与額（きまって支給する現金給与額か

ら、超過労働給与額を差し引いた額）は 25 万 9,300 円（同 1.1％増）となり、き

まって支給する現金給与額、所定内給与額ともに前年を上回った。 

一方、男性のきまって支給する現金給与額は、38 万 4,900 円（前年比 1.1％増）、

うち所定内給与額は 34 万 8,300 円（同 1.5％増）で、きまって支給する現金給与

額、所定内給与額ともに前年を上回った（図表１－４－１、付表 54）。 

 

図表１－４－１ 一般労働者の正社員・正職員の賃金実態 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成 27 年） 

注） １ 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。 

 ２ 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働時

間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。 

 ３ 「正社員・正職員」は事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以外」とは、「正社員・正職員」

に該当しない者をいう。 

 ４ 企業規模 10 人以上の結果を集計している。   

 ５ （ ）内は前年の数値である。 

 

② 正社員・正職員以外  

～男女ともきまって支給する現金給与額、所定内給与額ともに前年を上回る 

平成 27 年の女性一般労働者の正社員・正職員以外のきまって支給する現金給与

額は、19 万 3,100 円（前年比 1.0％増）、うち所定内給与額は 18 万 1,000 円（同

1.0％増）となった。きまって支給する現金給与額、所定内給与額ともに前年を上

回った。 

一方、男性のきまって支給する現金給与額は、25 万 2,700 円（前年比 2.4％増）、

うち所定内給与額は 22 万 9,100 円（同 3.1％増）で、きまって支給する現金給与

（千円） （千円） （千円） （時間） （時間）

男女計 352.4 (349.9) 321.1 (317.7) 1009.6 (959.7) 164 (164) 14 (14)

女性 278.4 (275.9) 259.3 (256.6) 740.4 (708.1) 163 (162) 8 (9)

男性 384.9 (380.7) 348.3 (343.2) 1127.8 (1064.6) 165 (164) 16 (17)

きまって支給する現金給与額 年間賞与その他
特別給与額

所定内
実労働時間数

超過
実労働時間数所定内給与額
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額、所定内給与額ともに前年を上回った（図表１－４－２、付表 54）。 

 

図表１－４－２ 一般労働者の正社員・正職員以外の賃金実態 

 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成 27 年） 

注） １ 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。 

 ２ 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働時

間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。 

 ３ 「正社員・正職員」は事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以外」とは、「正社員・正職員」

に該当しない者をいう。 

 ４ 企業規模 10 人以上の結果を集計している。   

 ５ （ ）内は前年の数値である。 

 

(2) 男女間賃金格差 

① 一般労働者の男女間賃金格差 ～所定内給与額の男女間格差は 72.2 

 平成 27 年の一般労働者（常用労働者のうち短時間労働者以外の者）の所定内給与

額は女性が 24 万 2,000 円、男性は 33 万 5,100 円となっており、男女間の賃金格差

（男性＝100.0 とした場合の女性の所定内給与額）は 72.2（前年同）となっている

（付表 54）。 

この格差について、学歴や年齢、勤続年数、役職（部長級、課長級、係長級など

の役職）の違いによって生じる賃金格差生成効果（女性の労働者構成が男性と同じ

であると仮定して算出した女性の平均所定内給与額を用いて男性との比較を行った

場合に、格差がどの程度縮小するかをみて算出）を算出すると、役職の違いによる

影響が 10.4 と最も大きく、勤続年数の違いによる影響も 4.8 と大きくなっている。 

その他の項目による影響は、年齢が 1.1、学歴が 0.6、労働時間が 1.4、企業規模

が 0.4、産業が-2.5 となっている（図表１－４－３）。 

  

（千円） （千円） （千円） （時間） （時間）

男女計 222.9 (218.4) 205.1 (200.3) 216.6 (193.9) 163 (163) 11 (12)

女性 193.1 (191.2) 181.0 (179.2) 158.6 (148.2) 162 (161) 8 (9)

男性 252.7 (246.7) 229.1 (222.2) 274.7 (241.3) 165 (164) 14 (15)

きまって支給する現金給与額 年間賞与その他
特別給与額

所定内
実労働時間数

超過
実労働時間数所定内給与額
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図表１－４－３ 男女間の賃金格差の要因（単純分析） 

 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(平成27年)より厚生労働省雇用均等・児童家庭局算出。   

注） １ 「調整前（原数値）」は男性 100 に対する、実際の女性の賃金水準。 

２ 「調整後」は女性の各要因の労働者構成が男性と同じと仮定した場合の賃金水準。 

３ 「役職」については、調査対象が「常用労働者 100 人以上を雇用する企業における、雇用期間の定めのない者」 

であるため、他の要因による調整結果と比較する際に注意が必要。 

（他の要因については、「常用雇用者５人以上の民営事業所及び 10 人以上の公営事業所」が調査対象。） 

 

② 雇用形態別男女間の賃金格差 

 ～所定内給与額の男女間格差は正社員・正職員は 74.4、正社員・正職員以外は 79.0 

一般労働者の正社員・正職員の男女間の賃金格差（男性＝100.0 とした場合の

女性の所定内給与額）は、きまって支給する現金給与額で 72.3（前年 72.5）、所

定内給与額で 74.4（同 74.8）となった。正社員・正職員以外については、きまっ

て支給する現金給与額で 76.4（前年 77.5）、所定内給与額で 79.0（同 80.6）とな

った（図表１－４－１、図表１－４－２、図表１－４－４、付表 54）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 整 前
(原数値)

①

調 整 後

②

勤続年数 72.2 77.0 4.8

役　　職 73.9 84.3 10.4

年　　齢 73.3 1.1

学　　歴 72.8 0.6

労働時間 73.6 1.4

企業規模 72.6 0.4

産　　業 69.7 -2.5

要　因

男女間賃金格差 男女間
格差
縮小の
程度

②－①

72.2
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図表１－４－４ 一般労働者の正社員・正職員の所定内給与額及び男女間格差の推移 

 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

注） １ 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。 

 ２ 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働 

時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。 

 ３ 「正社員・正職員」は事業所で正社員、正職員とする者をいう。 

 ４ 企業規模 10 人以上の結果を集計している。 

 ５ 所定内給与額の男女間格差は、男性の所定内給与額を 100.0 とした場合の女性の所定内給与額を次の式により 

算出した。  

所定内給与額の男女間格差＝女性の所定内給与額÷男性の所定内給与額×100  

 

(3) 学歴別新規学卒採用者の初任給、男女間格差 

～初任給は男女とも増、男女間格差は高専・短大卒で縮小 

 新規学卒者（平成 27 年 3 月卒）の初任給は、女性は高校卒で 15 万 6,200 円（前

年比 1.3％増）、高専・短大卒で 17 万 4,600 円（同 1.0％増）、大学卒事務系で 19

万 7,300 円（同 1.0％増）、大学卒技術系で 20 万 3,200 円（同 0.4％増）であった。 

また、男性は高校卒で 16 万 3,400 円（同 1.3％増）、高専・短大卒で 17 万 7,300

円（同 0.7％増）、大学卒事務系で 20 万 4,700 円（同 1.0％増）、大学卒技術系で 20

万 4,100 円（同 0.4％増）であった。 

初任給について男女間賃金格差（男性＝100.0 とした場合の女性の初任給）をみ

ると、高校卒で 95.6（前年同）、高専・短大卒で 98.5（前年差 0.4 ポイント上昇）、

大学卒事務系で 96.4（前年同）、大学卒技術系 99.6（前年同）と、高専・短大卒で

男女間賃金格差が縮小した（付表 60）。 
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２ 労働時間 

(1) 常用労働者の総実労働時間、所定内労働時間、出勤日数 

～男女とも総実労働時間、所定内労働時間、出勤日数が減少 

 厚生労働省「毎月勤労統計調査」（事業所規模５人以上）を用いて算出したところ、

平成 27 年の女性常用労働者１人平均月間総実労働時間は 124.8 時間（前年差 0.5

時間減、前年比 0.4％減）1、うち所定内労働時間は 119.2 時間（同 0.4 時間減、同

0.3％減）、所定外労働時間は 5.6 時間（同 0.1 時間減、同 1.8％減）であった。前

年と比べると、総実労働時間、所定内労働時間、所定外労働時間のすべてで減少し

た。 

男性は総実労働時間 160.7 時間（前年差 0.5 時間減、前年比 0.3％減）、うち所定

内労働時間は 145.3 時間（同 0.6 時間減、同 0.4％減）、所定外労働時間は 15.4 時

間（同 0.1 時間増、同 0.7％増）であり、前年と比べると、総実労働時間、所定内

労働時間が減少し、所定外労働時間が増加した。 

また、平均月間出勤日数は、女性 17.7 日（前年差 0.1 日減、前年比 0.6％減）、

男性 19.5 日（同 0.1 日減、同 0.5％減）となっており、男女とも前年に比べ減少し

た（付表 61）。 

 

(2) 産業別労働時間、出勤日数  

～女性の労働時間、出勤日数ともに「鉱業，採石業，砂利採取業」、「不動産業，

物品賃貸業」で減少大 

 常用労働者の労働時間についてみると、女性は 124.8 時間（前年差 0.5 時間減、

前年比 0.4％減）、男性は 160.7 時間（同 0.5 時間減、同 0.3％減）であった。女性

の産業別の総実労働時間数は、多い順に「鉱業，採石業，砂利採取業」153.5 時間

（同 2.7 時間減、同 1.7％減）、「情報通信業」150.7 時間（同 1.9 時間増、同 1.3％

増）、「建設業」146.2 時間（同 1.4 時間減、同 0.9％減）、「製造業」143.9 時間（同

0.1 時間減、同 0.1％減）となっている。また、「不動産業，物品賃貸業」133.9 時

間（同 3.3 時間減、同 2.4％減）の減少が大きかった。 

出勤日数についてみると、女性は 17.7 日（前年差 0.1 日減、前年比 0.6％減）、

男性は 19.5 日（同 0.1 日減、同 0.5％減）であった。女性の産業別の出勤日数は、

多い順に「鉱業，採石業，砂利採取業」19.9 日（同 0.5 日減、同 2.5％減）、「建設

業」19.4 日（同 0.1 日減、同 0.5％減）、「製造業」18.9 日（前年同）、「運輸業，郵

便業」18.5 日（同 0.3 日減、同 1.6％減）、「情報通信業」18.4 日（同 0.1 日増、同

                                            
1男女別の前年差及び前年比は、毎月勤労統計調査をもとに雇用均等・児童家庭局で算出。 
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0.5％増）となっている。また、「鉱業，採石業，砂利採取業」において減少が 0.5

日と大きかった（付表 62－1）。 

 

３ 勤労者世帯の家計 

(1) 勤労者世帯の収入 ～平均実収入 1.1％増 

 総務省「家計調査」によると、平成 27 年の二人以上の世帯のうち勤労者世帯（農

林漁家世帯を含む。以下同じ。）１世帯当たりの１ヵ月の平均実収入は 52 万 5,669

円（前年比 1.1％増）で、この実収入の内訳をみると、世帯主収入は 41 万 2,884 円

（同 0.4％減）、配偶者（うち女性）の収入が６万 3,981 円(同 7.3％増)であった（付

表 79）。 

 また、二人以上の世帯のうち勤労者世帯の中で、核家族世帯について、１ヵ月の

平均実収入を共働き世帯と世帯主のみ働いている世帯で比較してみると、共働き世

帯の実収入は１世帯あたり１ヵ月 60 万 745 円（前年比 2.2％増）、世帯主のみ働い

ている世帯は 49 万 6,514 円（同 0.9％減）となっており、共働き世帯は世帯主のみ

働いている世帯を 10 万 4,231 円上回っている。 

 なお、核家族共働き世帯の世帯主の勤め先収入は 43 万 131 円（同 1.9％増）だが、

世帯主のみ働いている世帯は45万 5,089円（同1.5％減）で、共働き世帯を２万4,958

円上回っている。 

 一方、核家族共働き世帯の妻の勤め先収入は 14 万 2,493 円（同 1.7％増）で、実

収入に占める割合は 23.7％となり、前年の 23.8％に比べ 0.1 ポイント低下した（付

表 80）。 

 

(2) 勤労者世帯の消費支出 ～消費支出 1.1％減 

 平成 27 年の勤労者世帯１世帯当たり１ヵ月の消費支出は 31 万 5,379 円（前年比

1.1％減）となった（付表 79）。 

 消費支出の構成比を核家族共働き世帯（消費支出 32 万 8,727 円）と世帯主のみ働

いている核家族世帯（同 30 万 7,465 円）で比較してみると、共働き世帯の方が「食

料」、「交通・通信」、「教育」、「その他の消費支出」等について高くなっており、「住

居」等は低くなっている（付表 80）。 



― 31 ―

 

第５節 短時間労働者の状況 

１ 短時間労働者の就業状況 

(1) 短時間雇用者数、雇用者総数に占める短時間雇用者の割合 

～雇用者総数に占める短時間雇用者の割合は 29.9％ 

 総務省「労働力調査」によると、非農林業雇用者（休業者を除く。以下同じ。）の

うち週間就業時間が 35 時間未満雇用者（以下、「短時間雇用者」という。）は、平成

27 年には 1,634 万人（男女計）となり、前年に比べ 17 万人減少した。非農林業雇

用者総数（5,474 万人）に占める短時間雇用者の割合は 29.9％となり、0.5 ポイン

ト低下した（図表１－５－１、付表 81）。 

 

図表１－５－１ 短時間雇用者数及び雇用者総数に占める短時間雇用者の割合の推移 

 

資料出所：総務省「労働力調査」 

注） １「短時間雇用者」は、非農林業雇用者（休業者を除く。）のうち、週間就業時間 35 時間未満の者をいう。  

 ２ 雇用者総数は農林業及び休業者を除く。 

 ３ 平成 23 年の「短時間雇用者総数」（斜体）は、補完推計値を平成 22 年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及

推計した値。なお、「雇用者総数」については、遡及推計値が公表されていないため、表章していない。 

 

(2) 男女別短時間雇用者数、短時間雇用者割合 ～短時間雇用者数は男女とも減少 

短時間雇用者数を男女別にみると、女性は 1,110 万人（前年差１万人減、前年比

0.1％減）、男性は 524 万人（同 16 万人減、同 3.0％減）となった。なお、短時間雇

用者に占める女性の割合は 67.9％となり、前年と比べ 0.6 ポイント上昇した（図表

１－５－２、付表 81）。 

4,231 

4,748 

5,161 5,252 5,280 5,353 5,398 5,394 5,313 5,317 5,359 5,399 5,432 5,474 

471 
722 

896 
1,053 

1,266 1,205 
1,346 1,407 1,431 1,415 1,442 1,436 

1,568 1,651 1,634 

11.1 
15.2 

17.4 
20.0 

24.0 22.5 
24.9 26.1 26.9 26.6 26.8 

29.0 30.4 29.9 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

昭和

60年

平成

2年

7年 12年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 *23年 24年 25年 26年 27年

（％）（万人）

雇用者総数 短時間雇用者総数 雇用者総数に占める短時間雇用者の割合



― 32 ―

 

図表１－５－２ 短時間雇用者数及び短時間雇用者総数に占める女性割合の推移 

 

資料出所：総務省「労働力調査」 

注） １「短時間雇用者」は、非農林業雇用者（休業者を除く。）のうち、週間就業時間 35 時間未満の者をいう。 

２ 平成 23 年の「短時間雇用者総数」（斜体）は、補完推計値を平成 22 年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及

推計した値。なお、「女性短時間雇用者数」については、遡及推計値が公表されていないため、表章していない。 

 

(3) 産業別短時間雇用者数 

① 産業別短時間雇用者数 ～男女とも「卸売業,小売業」が最も多い 

総務省「労働力調査」により、平成 27 年の女性の短時間雇用者数を産業別にみ

ると、「卸売業，小売業」が 262 万人（女性短時間雇用者総数に占める割合 23.6％）

と最も多く、次いで「医療，福祉」231 万人（同 20.8％）、「宿泊業，飲食サービ

ス業」139 万人（同 12.5％）、「製造業」103 万人（同 9.3％）の順となっている。 

男性は「卸売業，小売業」が83万人（男性短時間雇用者総数に占める割合15.8％）

と最も多く、次いで「製造業」81 万人（同 15.5％）、「サービス業（他に分類され

ないもの）」53 万人（同 10.1％）、「建設業」40 万人（同 7.6％）の順となってい

る（付表 82－1、82－2）。 

 

② 短時間雇用者比率（雇用者総数に占める短時間雇用者の割合）  

～男女とも「宿泊業，飲食サービス業」の割合が最も高い 

雇用者に占める短時間雇用者の割合を産業別にみると、主な産業では、女性は

「宿泊業，飲食サービス業」（非農林業女性雇用者に占める割合 69.5％）の割合
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小売業」（54.1％）、「生活関連サービス業，娯楽業」（50.0％）において 50％を超

えている。 

男性は「宿泊業，飲食サービス業」（非農林業男性雇用者に占める割合 33.9％）、

「教育，学習支援業」（26.6％）で割合が高くなっている（付表 82－2）。 

 

(4) 企業規模別短時間雇用者数 

① 企業規模別短時間雇用者数  

～女性は「1～29 人」、男性は「500 人以上」が最も多い 

平成 27 年の女性短時間雇用者数を企業規模別にみると、「1～29 人」が 369 万

人（女性短時間雇用者総数に占める割合 33.2％）と最も多く、次いで「500 人以

上」284 万人（同 25.6％）、「100～499 人」186 万人（同 16.8％）、「30～99 人」176

万人（同 15.9％）の順となっており、「官公」は 76 万人（同 6.8％）となってい

る。 

男性は「500 人以上」が 150 万人（男性短時間雇用者総数に占める割合 28.6％）

で最も多く、次いで「１～29 人」148 万人（同 28.2％）、「100～499 人」90 万人

（同 17.2％）、「30～99 人」74 万人（同 14.1％）の順となっており、「官公」は

53 万人（同 10.1％）となっている（付表 83－1、83－2）。 

 

② 企業規模別短時間雇用者比率 ～男女とも「1～29 人」が最も高い 

雇用者に占める短時間雇用者の割合を企業規模別にみると、女性は「1～29 人」

が最も高く（非農林業女性雇用者に占める割合 53.6％）、次いで「500 人以上」

（46.4％）、「30～99 人」（45.5％）、「100～499 人」（41.4％）の順となっている。

また、「官公」は 36.9％となっている。 

男性は「1～29 人」が最も高く（非農林業男性雇用者に占める割合 18.3％）、次

いで「500 人以上」（16.3％）、「30～99 人」（15.7％）、「100～499 人」（15.3％）

の順となっている。また、「官公」は 19.1％となっている（付表 83－2）。 

 

 (5) 短時間労働者の労働条件  

～女性短時間労働者の平均勤続年数は 5.8 年、１時間当たり所定内給与額は 1,032 円 

 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（企業規模 10 人以上）によると、平成 27

年の女性短時間労働者の平均勤続年数は 5.8 年であり、前年と同じであった。男性

は 5.3 年で、前年に比べ 0.2 年長くなった。 

平成27年の女性短時間労働者の１日当たり所定内実労働時間数は5.3時間で前年

と同じであった。また、実労働日数は 16.8 日（前年差 0.2 日減）であった。男性の
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１日当たり所定内実労働時間数は 5.5 時間（同 0.1 時間増）、実労働日数は 15.6 日

（同 0.2 日減）であった（付表 87）。 

 平成 27 年の女性短時間労働者の賃金をみると、１時間当たりの所定内給与額は

1,032 円で、前年に比べ 20 円増加、一方男性は 1,133 円で、前年に比べ 13 円増加

した。また、男女間の賃金格差（男性＝100.0 とした場合の女性の１時間当たり所

定内給与額）は 91.1 となり、前年に比べ 0.7 ポイント上昇した（図表１－５－３、

付表 88－1、88－2）。 

 短時間労働者に支給された年間賞与その他特別給与額は、女性は３万 5,900 円と

前年より 1,300 円増加した。男性は３万 8,500 円で前年より 3,300 円増加した（付

表 89）。 

 

図表１－５－３ 短時間労働者の１時間当たり所定内給与額と男女間格差の推移 

 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

注） １ 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働 

時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。平成 16 年まで「パ 

ートタイム労働者」の名称で調査していたが、定義は同じである。 

 ２ 企業規模 10 人以上の結果を集計している。 

 ３ 所定内給与額の男女間格差は、男性の所定内給与額を 100.0 とした場合の女性の所定内給与額を次の式により算 

出した。 
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２ 短時間労働者の労働市場 

(1) パートタイム労働者の職業紹介状況 

～新規求人倍率、有効求人倍率ともに上昇 

 厚生労働省「職業安定業務統計」により、平成 27 年のパートタイム労働者（男女

計）の職業紹介状況をみると、新規求人数は、月平均 34 万 4,387 人で、前年に比べ

２万 1,467 人増加した（前年比 6.6％増）。新規求職者数は、月平均 14 万 4,354 人

であり、3,807 人の減少（同 2.6％減）となった。新規求人倍率は 2.39 倍で前年の

2.18 倍から 0.21 ポイント上昇した。また、有効求人倍率は 1.52 倍となり、前年の

1.38 倍から 0.14 ポイント上昇した(付表 84)。 

 

(2) パートタイム労働者の入職・離職状況 

① パートタイム労働者の入職者数、離職者数  

～女性の入職者数、離職者数減少 

厚生労働省「雇用動向調査」により、パートタイム労働者の労働移動の状況を

みると、平成 27 年上半期の女性の入職者数は 118 万 0.8 千人となり、前年同期に

比べ 21 万 7.3 千人減少（前年同期比 15.5％減）し４年ぶりの減少となった。一

方、離職者数は 97万 8.2 千人となり、前年同期に比べ 10万 5.6 千人減少（同 9.7％

減）した。 

男性については、入職者数が 60 万 2.9 千人（前年同期差 3.5 千人減、前年同期

比 0.6％減）と４年ぶりに減少し、離職者数は 59 万 2.3 千人（同８万 7.6 千人増、

同 17.4％増）と増加した（付表 33－1）。 

 

② パートタイム労働者の入職率・離職率 ～男女とも入職超過 

厚生労働省「雇用動向調査」によると、平成 27 年上半期の女性のパートタイム

労働者の入職率（年初の常用労働者に対する入職者の割合）は 14.3％（前年同期

15.8％）、離職率（年初の常用労働者に対する離職者の割合）11.8％（前年同期

12.3％）となっており、2.5 ポイントの入職超過となった。男性の入職率は 19.8％

（前年同期 20.3％）、離職率は 19.4％（前年同期 16.9％）となっており、0.4 ポ

イントの入職超過となった（付表 33－2）。 

 

③ 職歴別パートタイム労働者の入職者の状況  

～女性の転職入職者、未就業入職者とも減少 

平成 27 年上半期の入職者のうちパートタイム労働者の職歴（入職前 1 年間の就

業経験の有無）をみると、女性の入職者数は 118 万 0.8 千人（前年同期 139 万 8.1
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千人）であり、そのうち「転職入職者」（当該事業所に入職する前１年間に就業経

験のある者）は 67 万 3.5 千人、「未就業入職者」（当該事業所に入職する前１年間

に就業経験がなかった者）は 50 万 7.2 千人となっており、前年同期に比べ「転職

入職者」は 13 万 9.9 千人減、「未就業入職者」は７万 7.5 千人減となっている。

また「未就業入職者」のうち「新規学卒者」（当該事業所に入職する前１年間に就

業していなかった者で前年に最終の学校を卒業した者）は 10 万 9.9 千人（前年同

期差１万 3.9 千人減）、「新規学卒者以外」は 39 万 7.4 千人（同６万 3.5 千人減）

となっている。 

職歴別の構成比は「転職入職者」が前年同期に比べ 1.2 ポイント低下し 57.0％、

「未就業入職者」が 1.2 ポイント上昇し 43.0％となっているが、「未就業入職者」

のうち「新規学卒者」は 9.3％（前年同期差 0.4 ポイント上昇）、「新規学卒者以

外」は 33.7％（同 0.7 ポイント上昇）となっている（付表 35－1、35－2）。 

男性の入職者数は 60 万 2.9 千人（前年同期 60 万 6.4 千人）であり、そのうち

「転職入職者」は 33 万 2.8 千人、「未就業入職者」は 27 万人となっており、前年

同期に比べ「転職入職者」は２万 9.2 千人増となっている。また「未就業入職者」

については「新規学卒者」が８万 6.9 千人（前年同期差２万 4.5 千人減）、「新規

学卒者以外」が 18 万 3.1 千人（同 8.3 千人減）となっている。 

職歴別の構成比は「転職入職者」が前年に比べ 5.1 ポイント上昇し 55.2％、「未

就業入職者」が 5.1 ポイント低下し 44.8％となっており、「未就業入職者」のう

ち「新規学卒者」は 14.4％（前年同期差 4.0 ポイント低下）、「新規学卒者以外」

は 30.4％（同 1.2 ポイント低下）となっている（付表 36－1、36－2）。 
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第６節 家内労働者の就業状況 

(1) 家内労働者数 ～女性は減少、男性は増加 

 厚生労働省「家内労働概況調査」によると、平成 27 年の家内労働者数は、11 万

1,038 人で、前年に比べ 1,989 人の減少（前年比 1.8％減）となった。 

 男女別にみると、女性は９万 9,198 人（家内労働者総数に占める割合 89.3％）、

男性は１万 1,840 人（同 10.7％）であり、前年と比べると、女性は 2,663 人（前年

比 2.6％減）の減少、男性は 674 人（同 6.0％増）の増加となっている。 

 類型別にみると、主婦や高齢者等世帯主以外の家族であって、世帯の本業とは別

に家計の補助のため家内労働に従事する「内職的家内労働者」は 10 万 4,929 人（家

内労働者数に占める割合 94.5％）、家内労働をその世帯の本業とする世帯主であっ

て、単独で又は家族とともにこれに従事する「専業的家内労働者」は 5,343 人（同

4.8％）、他に本業を有する世帯主であって、本業の合間に単独で又は家族とともに

家内労働に従事する「副業的家内労働者」は 766 人（同 0.7％）となっている。 

前年と比べると、「内職的家内労働者」は 2,317 人（前年比 2.2％減）の減少、「専

業的家内労働者」は 174 人（同 3.4％増）、「副業的家内労働者」は 154 人（同 25.2％

増）の増加となっている(付表 90)。 

 

(2) 業種別家内労働者数 ～男女とも「繊維工業」が最も多い 

 平成 27 年における女性の家内労働者の従事する業種をみると、「繊維工業」が２

万 8,877 人と最も多く、次いで「その他（雑貨等）」が２万 2,803 人、「電気機械器

具製造業」が１万 1,654 人の順となっている。構成比（女性の家内労働者に占める

割合）は、「繊維工業」29.1％、「その他（雑貨等）」23.0％、「電気機械器具製造業」

11.7％となり、これら３業種で女性の家内労働者全体の６割以上を占めている。 

男性も、「繊維工業」が 2,961 人と最も多く、次いで「その他（雑貨等）」が 2,348

人、「電気機械器具製造業」が 1,262 人の順となっている。構成比（男性の家内労働

者に占める割合）は、「繊維工業」25.0％、「その他（雑貨等）」19.8％、「電気機械

器具製造業」10.7％となり、これら３業種で男性の家内労働者全体の５割以上を占

めている（付表 91）。 
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Ⅱ 働く女性に関する対策の概況 

 

１ 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保等対策の推進 

 

「少子高齢化による人口減少社会を迎える中で、持続的な成長を実現し、

社会の活力を維持する」という観点にとどまらず、「性別によらず社会で能力

を発揮できることは人々にとって重要である」との観点から、女性の活躍推

進は必要な取組である。しかし、女性の年齢階級別労働力率をみると、30 代

に労働力率が低くなるＭ字型カーブを描いている。また、管理職比率も長期

的には上昇傾向にあるものの、国際的にみると依然として低い水準にとどま

っている。 

このため、男女雇用機会均等法（以下「均等法」という。）の履行確保はも

とより、ポジティブ・アクションの一層の推進等の取組により、働き続ける

ことを希望する者が就業意欲を失うことなくその能力を伸長・発揮できる環

境整備を進めている。 

 

(1)均等法の履行確保 

① 男女均等取扱いのための指導の実施  

平成 26 年度に、都道府県労働局雇用均等室（以下「雇用均等室」という。）

に寄せられた均等法に関する相談は 24,893 件であり、前年度より増加して

いる。 

こうした中、雇用均等室では、企業における男女均等取扱い等を確保す

るため、事業所を訪問し、雇用管理の実態を把握するとともに、性別によ

る差別的な取扱いや妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い等、均等法に

違反する雇用管理の実態が把握された企業に対しては、都道府県労働局長

の助言、指導、勧告により是正指導を行っている。 

また、コース等で区分した雇用管理制度を導入している企業に対しては、

「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項

に関する指針」の周知徹底を図るとともに、法違反企業について是正指導

を行っている。 
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【資料１】相談件数の推移 

 

 

【資料２】是正指導件数 

事    項 平成26年度

（件) 

均等法第５条関係（募集・採用） 191 

均等法第６条関係（配置・昇進・降格・教育訓練等） 93 

均等法第７条関係（間接差別） 5 

均等法第９条関係（婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い） 30 

均等法第11条関係（セクシュアルハラスメント） 8,021 

均等法第12条・13条関係（母性健康管理） 4,908 

その他 5 

計 13,253 

 

② 妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の徹底 

平成 27 年１月に、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いについての初

の最高裁判決（平成 26 年 10 月）が出されたことを踏まえ、妊娠・出産等

をきっかけに不利益取扱いを行った場合は、原則として法違反となること

を明確化する通達を発出し、均等法等の周知徹底や企業に対する積極的な

報告徴収・是正指導等を行っている。 

なお、事業主による妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは、既に均

4,164

(20.1%)

4,431

(20.7%)
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等法で禁止されているが、近年、上司・同僚からの妊娠、出産等に関する

ハラスメントなども問題となっている。そのため、上司・同僚からの言動

により妊娠・出産等をした女性労働者の就業環境が害されることのないよ

う、事業主に雇用管理上の措置を義務付ける等の均等法の改正が行われ、

平成 29（2017）年１月１日から施行される予定である。 

③ 職場におけるセクシュアルハラスメント対策の推進  

セクシュアルハラスメント対策の必要性について、事業主の理解を深め、

実効ある対策が講じられるよう、均等法及び指針の周知啓発を図るととも

に、均等法に沿ったセクシュアルハラスメント対策が講じられていない企

業や、セクシュアルハラスメントが生じた場合に適切な対応がなされてい

ない企業に対し、指導を行っている。 

また、事業主がセクシュアルハラスメント対策を効果的に実施できるよ

う、具体的取組の事例やノウハウを提供している。 

④  母性健康管理対策の推進  

均等法に基づいた母性健康管理の措置（健康診査の受診等に必要な時間

の確保及び医師等の指導事項を守るために必要な措置を講じること）及び

労働基準法の母性保護規定（産前産後休業、危険有害業務の就業制限等）

について、事業主、女性労働者、医療関係者等に対し周知徹底を図ってい

る。 

また、母性健康管理に関して必要な措置を講じないなど均等法違反の企

業に対し、指導を行うとともに、事業主が母性健康管理の措置を適切に講

ずることができるよう、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を

的確に事業主へ伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用

を促進している。 

さらに、企業や働く女性に対して母性健康管理に関する情報を提供する

支援サイト「妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ」

により制度の周知を図っている。 

○「妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ」 

 ＰＣ用サイト:http://www.bosei-navi.go.jp/ 

携帯電話用サイト:http://www.bosei-navi.go.jp/mobile/ 

スマートフォン用サイト：http://www.bosei-navi.go.jp/sp/ 

⑤ 男女均等取扱いに関する紛争解決の援助  

性別による差別的取扱い、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い、セ

クシュアルハラスメント及び母性健康管理措置に関する労働者と事業主の
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間の紛争については、均等法第 17 条に基づく都道府県労働局長による紛争

解決の援助及び均等法第 18条に基づく機会均等調停会議による調停により

円滑かつ迅速な解決を図っている。 

また、これらの紛争解決援助の措置が十分活用されるよう、都道府県労

働局長による紛争解決の援助や機会均等調停会議による調停の役割や機能

について、労働者等に積極的に周知を図っている。 

平成 26年度の都道府県労働局長による紛争解決の援助の申立受理件数は

396 件であった。申立の内容をみると、婚姻、妊娠・出産等を理由とする不

利益取扱い（均等法第９条）が 191 件と最も多く、次いでセクシュアルハ

ラスメント（均等法第 11 条）が 182 件で、これらで約９割を占めている。

また、平成 26 年度中に援助を終了した事案 398 件（前年度から引き続いて

援助を行ったものを含む。）のうち、７割を超える 285 件について、都道府

県労働局長による援助を行った結果、解決に至っている。  

平成 26 年度の調停申請受理件数は 68 件であった。申請の内容をみると、

セクシュアルハラスメント（均等法第 11 条）に関するものが 44 件と最も

多く、次いで婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い（均等法第９

条）が 18 件となっている。調停の実施結果をみると、調停案の受諾勧告を

行ったものが 28 件で、そのうち８割を超える 24 件が調停案を双方受諾し、

解決に至っている。 

 

【資料３】都道府県労働局長による紛争解決の援助の内訳 

 

事    項 平成26年度

（件) 

均等法第５条関係（募集・採用）  3 

均等法第６条関係（配置・昇進・降格・教育訓練等） 6 

均等法第７条関係（間接差別） 0 

均等法第９条関係（婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い） 191 

均等法第11条関係（セクシュアルハラスメント） 182 

均等法第12条・13条関係（母性健康管理） 14 

計 396 
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【資料４】機会均等調停会議による調停の内訳 

 

事    項 平成26年度

（件) 

均等法第６条関係（配置・昇進・降格・教育訓練等） 3 

均等法第７条関係（間接差別） 0 

均等法第９条関係（婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い） 18 

均等法第11条関係（セクシュアルハラスメント） 44 

均等法第12条・13条関係（母性健康管理） 3 

計 68 

 

⑥ 女子学生等の就職に関する均等な機会の確保  

採用面接、選考等の採用過程において男女差別的取扱いが依然としてみ

られることから、女子学生の就職に関する均等な機会の確保を図るため、

企業の採用担当者等を対象に、均等法に沿った男女均等な選考ルールの徹

底を図るとともに、採用実績に男女差が大きい企業に対し、実態を把握し、

均等法違反企業に対しては是正指導を行っている。 

また、女子学生等が固定的な考え方にとらわれず、職業選択を行えるよ

う、意識啓発を図っている。 

⑦ 均等法の周知  

均等法を一層定着させるため、男女雇用機会均等月間（６月）を中心に、

労使を始め社会一般に対し、あらゆる機会を捉えて効果的な広報・啓発活

動を実施している。平成 27 年度の男女雇用機会均等月間においては、『職

場のマタハラでつらい思い、していませんか？～「妊娠したから解雇」は

違法です。雇用均等室にご相談ください！～』をテーマに、均等法等のよ

り一層の周知を行うとともに、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの

禁止の徹底のための事業主に対する指導を集中的に実施した。 

 

(2)ポジティブ・アクションの促進  

 実質的な男女労働者間の均等を確保するためには、男女労働者間に事実上

生じている格差の解消を目指す企業の自主的かつ積極的な取組である、ポジ

ティブ・アクションが不可欠である。このため、企業が具体的な取組を行う

ことができるよう、必要な助言及び情報提供を積極的に行い、その一層の促
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進を図っている。 

平成 27 年 11 月には、民間企業において女性管理職の中途採用が行いやす

くなるよう、均等法第８条により、募集・採用について男性と比較して女性

に有利な取扱いをすることが法違反とならない場合（ポジティブ・アクショ

ンと認められる場合）として、「女性労働者が男性労働者と比較して相当程度

少ない役職についての募集又は採用」を加える関係法令の改正を行った。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、雇用均等室においても、企業におけるポジティブ・アクションを推

進する責任者である機会均等推進責任者の選任勧奨を行い、ポジティブ・ア

クションの重要性、手法等についての情報提供を行っている。 

このほか、ポジティブ・アクションを推進している企業等に対し、公募に

より「均等・両立推進企業表彰」を実施している。 

 

  

■ ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマーク「きらら」 

ポジティブ・アクション（Positive action）の頭文字 P と a を組み合わせ、創造と

活力あふれる女性の姿をデザインしたシンボルマークで、「きらら」という愛称には、

女性がいきいき活躍し、夢と希望で瞳がきらきら輝く、という意味が込められている。

シンボルマークは、「ポジティブ・アクション宣言サイト」からダウンロードでき、

ポジティブ・アクションに取り組んでいる企業や、ポジティブ・アクションの普及促進

に賛同する企業、労使団体等が、シンボルマークの作成趣旨に基づいて自由に利用する

ことができる。 

＜サイトＵＲＬ＞ 

 http://www.mhlw.go.jp/positive-action.sengen/symbolmark.html 

＜シンボルマーク活用例＞ 

○社内の理解促進のため、社内報に掲載する。 

○企業の取組のアピールのため、募集要項や会社案内や 

企業のホームページ等に掲載する。 

○企業のイメージアップのため、商品や名刺等に掲載する。 
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＜均等・両立推進企業表彰 平成 27 年度表彰企業＞ 

ポジティブ・アクション及び仕事と育児・介護との両立を支援する取組を行い、他の模

範となるような企業を表彰する制度で、表彰企業の取組を広く周知し、男女ともに職業生

活の全期間を通じて、持てる能力を発揮できる職場環境の整備を促進することを目的とし

ている。  

 

《厚生労働大臣最優良賞》   

○該当企業なし 

 

《厚生労働大臣優良賞》  

【均等推進企業部門】 

○該当企業なし 

 

【ファミリー・フレンドリー企業部門】 

○アステラスリサーチテクノロジー株式会社 

（所在地：茨城県つくば市 業種：学術研究，専門・技術サービス 従業員数：約 200 人） 

◆ 子育て中の社員と職場の上司・リーダーとの交流会」や「所属長に対する研修」によ

り、育児や介護との両立支援制度が利用しやすい職場環境づくりの取組を実施 

◇育児休業：子が満３歳に達する日まで取得可  

 １子につき２回取得可  

 平成 26 年度の育休取得率男性 20％、女性 100％ 

◇介護休業：対象家族は、法で定められた者以外に、会社の認めた者も含む  

 対象家族１人につき通算１年間（暦日）取得可  

 同一の要介護状態が継続している場合でも、複数回取得可能  

◇育児のための短時間勤務：小学校４年生の始期に達するまでの子を養育する労働者  

が利用可  

◇介護のための短時間勤務：短縮可能な時間は各月の所定労働時間の８分の２以内で、 

各日ごとに１時間、２時間、半日あるいは１日単位で選  

択可能  

要介護状態が解消するまで、必要な期間、複数回取得可能  

◇その他の制度等：小学校就学以上の子、配偶者及び親の看護のための看護休暇制度  

  余命６か月以内の宣告等を受けた家族に寄り添うための寄り添い 

  休業制度 
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《都道府県労働局長賞》 

【均等推進企業部門】    

都道 府県 名  企業 名  業種  規模  表彰の種類

北海 道  株式 会社 北海 道銀 行  金融 業、保 険業  Ｂ 優良 賞  

岩手  株式 会社 平金 商店  卸売 業、小 売業  Ｅ 優良 賞  

山形  株式 会社 山形 銀行  金融 業、保 険業  Ｂ 優良 賞  

福島  株式 会社 福島 銀行  金融 業、保 険業  Ｃ 優良 賞  

茨城  株式 会社 筑波 銀行  金融 業、保 険業  Ｂ 優良 賞  

栃木  デクセリアルズ株式 会社  製造 業  Ｂ 優良 賞  

群馬  株式 会社 群馬 銀行  金融 業、保 険業  Ｂ 優良 賞  

埼玉  株式 会社 島忠  卸売 業、小 売業  Ａ 優良 賞  

東京  協和 発酵キリン株 式会 社  製造 業  Ｂ 優良 賞  

東京  東急リバブル株 式会 社  不動 産業、物品 賃貸 業  Ｂ 優良 賞  

福井  セーレン株式 会社  製造 業  Ｂ 優良 賞  

福井  西端ブロー工業 株式 会 社  製造 業  Ｄ 優良 賞  

福井  西田 建設 株式 会社  建設 業  Ｆ 優良 賞  

福井  南越 建設 工業 株式 会 社  建設 業  Ｆ 優良 賞  

福井  国立 大学 法人 福井 大 学  教育、学 習 支援 業  Ｂ 優良 賞  

長野  国立 大学 法人 信州 大 学  教育・学 習支 援業  Ｂ 優良 賞  

愛知  株式 会社スズケン 卸売 業、小 売業  Ａ 優良 賞  

大阪  株式 会社 関西アーバン銀 行  金融 業、保 険業  Ｂ 優良 賞  

大阪  小野 薬品 工業 株式 会 社  製造 業  Ｂ 優良 賞  

島根  株式 会社 山陰 合同 銀 行  金融 業、保 険業  Ｂ 優良 賞  

岡山  株式 会社 ヤマダ 建設 業  Ｄ 優良 賞  

岡山  株式 会社 山陽マルナカ 卸売 業、小 売業  Ａ 優良 賞  

香川  四国 電力 株式 会社  電気、ガス、熱 供給、水道 業  Ａ 優良 賞  

香川  四国 旅客 鉄道 株式 会 社  運輸 業、郵 便業  Ｂ 優良 賞  

香川  株式 会社トーカイ 生活 関連サービス業、娯楽 業  Ｃ 優良 賞  

愛媛  佐川 印刷 株式 会社  製造 業  Ｅ 優良 賞  

高知  株式 会社 四国 銀行  金融 業、保 険業  Ｂ 優良 賞  

福岡  総合メディカル株式会 社  卸売 業、小 売業  Ｂ 優良 賞  

長崎  株式 会社 長崎 銀行  金融 業、保 険業  Ｃ 優良 賞  

宮崎  国立 大学 法人 宮崎 大 学  教育、学 習 支援 業  Ｂ 優良 賞  

青森  株式 会社 青森 ダイハツモータース 卸売 業、小 売業  Ｄ 奨励 賞  

山形  株式 会社きらやか銀行  金融 業、保 険業  Ｂ 奨励 賞  

福島  株式 会社 帝北 ロジスティックス 運輸 業、郵 便業  Ｄ 奨励 賞  

栃木  佐野 信用 金庫  金融 業、保 険業  Ｄ 奨励 賞  

栃木  関東 自動 車株 式会 社  運輸 業、郵 便業  Ｃ 奨励 賞  

東京  ＪＦＥシステムズ株式 会社  情報 通信 業  Ｂ 奨励 賞  
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東京  株式 会社コヤマドライビングスクール 教育、学 習 支援 業  Ｃ 奨励 賞  

東京  昭和 電工 株式 会社  製造 業  Ａ 奨励 賞  

富山  北陸コカ・コーラボトリング株 式会 社  卸売 業、小 売業  Ｃ 奨励 賞  

福井  学校 法人 金井 学園  教育、学 習 支援 業  Ｃ 奨励 賞  

愛知  株式 会社ジェータックス 卸売 業、小 売業  Ｄ 奨励 賞  

三重  株式 会社 久居 LIXIL 製作 所  製造 業  Ｃ 奨励 賞  

福岡  有限 会社 共栄 資源 管 理センター小 郡
サービス業 

（他に分類されないもの） 
Ｅ 奨励 賞  

 
【ファミリー・フレンドリー企業部門】 

都道 府県 名  企業 名  業種  規模  表彰の種類

栃木  デクセリアルズ株式 会社  製造 業  Ｂ 優良 賞  

埼玉  AGS 株式 会 社  情報 通信 業  Ｃ 優良 賞  

新潟  株式 会社 第四 銀行  金融 業，保 険業  Ｂ 優良 賞  

滋賀  株式 会社 滋賀 銀行  金融 業，保 険業  Ｂ 優良 賞  

大阪  株式 会社 関西アーバン銀 行  金融 業，保 険業  Ｂ 優良 賞  

熊本  医療 法人 潤心 会熊 本セントラル病院 医療，福 祉  Ｃ 優良 賞  

熊本  医療 法人 社団 仁誠 会  医療，福 祉  Ｃ 優良 賞  

埼玉  株式 会社コマーム 医療，福 祉  Ｄ 奨励 賞  

福井  国立 大学 法人 福井 大 学  教育，学 習 支援 業  Ｂ 奨励 賞  

岐阜  太平 洋工 業株 式会 社  製造 業  Ｂ 奨励 賞  

大阪  小野 薬品 工業 株式 会 社  製造 業  Ｂ 奨励 賞  

大阪  ダイキン工 業株 式会 社  製造 業  Ａ 奨励 賞  

鳥取  シャープ米子株 式会 社  製造 業  Ｄ 奨励 賞  

岡山  セロリー株式会 社  製造 業  Ｄ 奨励 賞  

 

 

 

 

さらに、ポジティブ・アクションについて、個別企業の取組内容を閲覧・

検索できる「ポジティブ・アクション応援サイト」

（http://www.positiveaction.jp/pa/index.php）や自社の女性活躍推進につい

てサイト上で宣言できる「女性の活躍推進宣言コーナー」

（http://www.positiveaction.jp/declaration/）等各種コンテンツを備えた情

報ポータルサイトにより、ポジティブ・アクションに関する総合的な情報を

提供し、各企業の女性の活躍状況の「見える化」を促進している。 

 

(3) 男女間賃金格差解消のための取組  

 男女間の賃金格差は依然として存在しており、先進諸外国と比較すると、

その格差は大きい状況にあることから、より一層の取組を進める必要がある

規模について（労働者 数） 

Ａ 5,000 人以 上 Ｂ 1 ,000～4,999 人 Ｃ 300～999 人 Ｄ 100～299 人 Ｅ 30～99 人 Ｆ 30 人未 満 

 

ため、平成 22 年８月に作成した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支

援のためのガイドライン」の周知･啓発に努めている。このガイドラインでは、

賃金・雇用管理の見直しの視点や格差の実態を把握するための調査票といっ

た支援ツールを盛り込むなど、労使が自主的に賃金・雇用管理制度の見直し

に取り組むことを促進するための実践的な対応方策を示している。 

 

(4) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律  

平成 26 年６月に閣議決定された『「日本再興戦略」改訂 2014－未来への挑

戦』において、「女性の活躍推進の取組を一過性のものに終わらせず、着実に

前進させるための新たな総合的枠組みを検討する」とされ、国・地方公共団

体、民間事業者における女性の登用の現状把握、目標設定、目標設定に向け

た事業主行動計画の策定及びこれらの情報開示を含め、各主体がとるべき対

応等について、検討するとされた。 

民間事業主の取組については、労働政策審議会雇用均等分科会における審

議を踏まえ、同年９月 30 日に同審議会が建議をとりまとめ、これを踏まえて

10 月７日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱（一般

事業主関係）」について厚生労働省から諮問し、同審議会から妥当である旨の

答申がなされた。その後、国・地方公共団体における取組も含めた「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律案」を第 189 回国会に提出し、平

成 27 年８月 28 日に成立、平成 28 年４月 1 日から全面施行されている。 

 

【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要】 

○基本原則 

豊かで活力ある社会の実現を図るためには、自らの意思によって職業生

活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが

一層重要である。 

そのため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進

する。 

・女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別

による固定的役割分担意識等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮

が行われること。 

・職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職

業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。 

・女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべ
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ため、平成 22 年８月に作成した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支

援のためのガイドライン」の周知･啓発に努めている。このガイドラインでは、

賃金・雇用管理の見直しの視点や格差の実態を把握するための調査票といっ

た支援ツールを盛り込むなど、労使が自主的に賃金・雇用管理制度の見直し

に取り組むことを促進するための実践的な対応方策を示している。 

 

(4) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律  

平成 26 年６月に閣議決定された『「日本再興戦略」改訂 2014－未来への挑

戦』において、「女性の活躍推進の取組を一過性のものに終わらせず、着実に

前進させるための新たな総合的枠組みを検討する」とされ、国・地方公共団

体、民間事業者における女性の登用の現状把握、目標設定、目標設定に向け

た事業主行動計画の策定及びこれらの情報開示を含め、各主体がとるべき対

応等について、検討するとされた。 

民間事業主の取組については、労働政策審議会雇用均等分科会における審

議を踏まえ、同年９月 30 日に同審議会が建議をとりまとめ、これを踏まえて

10 月７日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱（一般

事業主関係）」について厚生労働省から諮問し、同審議会から妥当である旨の

答申がなされた。その後、国・地方公共団体における取組も含めた「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律案」を第 189 回国会に提出し、平

成 27 年８月 28 日に成立、平成 28 年４月 1 日から全面施行されている。 

 

【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要】 

○基本原則 

豊かで活力ある社会の実現を図るためには、自らの意思によって職業生

活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが

一層重要である。 

そのため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進

する。 

・女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別

による固定的役割分担意識等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮

が行われること。 

・職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職

業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。 

・女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべ
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きこと。 

○基本方針等の策定 

・国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣

議決定）。 

・地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当

該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を策

定（努力義務）。 

○事業主行動計画の策定等 

・国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。 

・国や地方公共団体、一般事業主は以下の事項を実施。 

（労働者が 301 人以上の一般事業主はア、イ及びエについて義務、ウにつ

いて努力義務） 

（労働者が 300 人以下の一般事業主はイのうち行動計画の策定・届出につ

いて努力義務となっているが、策定する場合はア及びイのうち周知・公

表について義務、ウについて努力義務。エについては努力義務） 

ア 女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析 

  【参考】状況把握する事項：①採用者に占める女性比率、②勤続年数の

男女差、③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率 等 

イ 上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容

とする「一般事業主行動計画」の策定・届出・周知・公表 

ウ 一般事業主行動計画に基づく取組の実施と目標達成（衆議院による

修正により追加） 

エ 女性の活躍に関する情報の公表（省令で定める事項のうち、事業主

が選択して公表）。 

・国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。 

○その他 

 ・国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこと

とする。地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。 

・地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」

を組織することができることとする（任意）。 

・10 年間の時限立法。 
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(5) 女性の活躍推進に向けた企業の取組支援 

 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出や情報公表等に

ついて、あらゆる機会をとらえ周知を行っている。なお、周知に当たっては、

自社の女性活躍に関する状況把握、課題分析、行動計画策定を簡易に行える

「一般事業主行動計画策定支援ツール」や女性活躍加速化助成金の活用を促

し、企業の取組支援を行っている。 

 また、平成 28 年 2 月に、企業の女性の活躍に関する状況や取組が検索、閲

覧できる「女性の活躍推進企業データベース」

（http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/）を開設した。女性活躍

推進法における「女性の活躍に関する状況の情報公表」等の掲載先としても

利用できる。 

■ 女性活躍推進法認定マーク「えるぼし」 

（認定段階１）     （認定段階２）      （認定段階３） 

       

 

○女性活躍推進法においては、女性の活躍推進に関する状況などが優良な事業主は、都

道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができ、認定を受け

た企業は、認定マークを商品や広告、名刺、求人票などに使用することができる。 
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２ 仕事と生活の調和の実現に向けた取組 

 

 子育てや介護をしながら働き続けやすい環境を整備するため、仕事と生活

の調和の取れた働き方を実現することは重要な課題となっている。 

平成 22 年１月に「子ども・子育てビジョン」が閣議決定され、本ビジョン

の「目指すべき社会への政策４本柱」の１つとして「男性も女性も仕事と生

活が調和する社会へ（ワーク・ライフ・バランスの実現）」が掲げられた。 

また、平成 28 年６月に閣議決定された「日本再興戦略 2016」や平成 27 年

12 月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）」、

平成 27 年３月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」においても、男性の

育児休業取得率や女性の第１子出産前後の継続就業率等についてそれぞれ平

成 32 年までに 13％、55％という数値目標を掲げ、その達成に向けた取組を

推進している。  

 

(1) 育児休業、介護休業その他の仕事と育児・介護の両立のための制度の定

着促進等 

育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継

続就業を図るため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。 

女性の育児休業取得率は 81.5％（平成 27 年度「雇用均等基本調査（厚

生労働省）」、付表 70）と、育児休業制度の着実な定着が図られつつある。

しかし、第１子出産後の女性の継続就業割合をみると、子どもの出生年

が平成 17 年から平成 21 年である女性の継続就業率は 38.0％（平成 22

年「第 14 回出生動向基本調査：夫婦調査（国立社会保障・人口問題研

究所）」）にとどまっており、仕事と育児の両立が難しいため、やむを得

ず辞めた女性も少なくない。 

また、男性の約３割が育児休業を取りたいと考えている（平成 27 年

「仕事と家庭の両立支援に関する実態把握のための調査研究事業報告

書（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)）」）が、実際の取得率は

2.65％（平成 27 年度「雇用均等基本調査（厚生労働省）」、付表 70）に

とどまっている。さらに、男性の子育てや家事に費やす時間（１日当た

り）は１時間７分（平成 23 年「社会生活基本調査（総務省）」）と、先

進国中最低の水準にとどまっている。このように、男女とも仕事と生活

の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難にし、少子化の原因の一

つとなっていると考えられる。 
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こうした状況の中、男女ともに子育て等をしながら働き続けることが

できる環境を整備するため、育児休業の申出ができる有期契約労働者の

要件の緩和や、介護休業を３回まで分割して取得できるようにすること、

育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚による就業環境

を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付

けることなどを内容とする育児・介護休業法の改正を行い、平成 29（2017）

年１月１日から施行される予定である。 

育児・介護休業法の周知・徹底を図るとともに、法律に規定されてい

る育児・介護休業や短時間勤務制度等の両立支援制度を安心して利用で

きる職場環境の整備を支援している。 

 

① 育児・介護休業法の履行確保  

雇用均等室では、計画的に事業所を訪問し、就業規則等で必要な制度が

設けられているかを確認するなど、育児・介護休業法に規定されている制

度の普及・定着に向けた行政指導を実施している。 

また、育児休業等の申出や取得を理由とした不利益取扱いに関する相談

事案が生じている事業所に対しては、相談者の意向に配慮しつつ、報告徴

収を積極的に実施し、迅速かつ厳正に対応している。 

平成 26 年度に、雇用均等室に寄せられた育児・介護休業法に関する相談

は、52,796 件であった。そのうち、事業主からの相談が 30,309 件あり、平

成 25 年度より約３千件減少した。労働者からの相談は 11,009 件であり、

全体の相談件数が減少している中で前年度より増加となった（資料５）。 

 

【資料５】相談件数推移（育児・介護休業法）  
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相談を内容別にみると、育児関係で最も多いのが「育児休業」に関するも

ので14,341件であった。次いで多いのが「所定労働時間の短縮措置等」に関

するもので8,235件であった。 

介護関係では、「介護休業」に関するものが4,171件、「介護休暇」に関す

るものが2,399件であった。 

相談のうち、労働者が自らの権利等について相談した件数は、5,036件であ

り、前年度より102件増加した。また、男性からの相談は362件となっている。 

相談を内容別にみると、育児関係では「育児休業に係る不利益取扱い」に

関するものが1,340件と前年度から引き続き最も多くなっている。育児関係の

相談内容について、男女別でみると、女性労働者からの相談で一番多いもの

は「育児休業に係る不利益取扱い」に関するもの（1,312件）、男性労働者か

らは｢育児休業｣に関するもの（83件）であった。 

介護関係については、育児関係に比較して相談件数は少なくなっているが

「介護休業」に関する相談（164件）が最も多く寄せられた。 

また、7,593事業所を対象に育児・介護休業法第56条に基づく報告徴収を実

施し、このうち7,384事業所に対し、30,415件の指導等を行った（資料６）。

前年度から引き続いて指導を行った事案も含め、全体の９割以上が平成26年

度中に是正されている。 

指導事項としては、育児関係では「所定労働時間の短縮措置等」に関する

ものが3,898件、「育児休業」に関するものが3,170件、介護関係では、「所

定労働時間の短縮措置等」が2,794件、「介護休業」に関するものが1,909件

となっている（資料７）。 

 

【資料６】報告の徴収を行った事業所数           （所） 

事業所数 報告の徴収を行った事業所数 指導等を行った事業所数 

総 数 7,593 7,384 

 

【資料７】是正指導件数                     （件） 

育児関係 平成 26 年度 介護関係 平成 26 年度

育児休業関係 3,170 介護休業関係 1,909

子の看護休暇関係 2,119 介護休暇関係 1,851

不利益取扱い関係 19 不利益取扱い関係 8

所定外労働の制限関係 1,913     

時間外労働の制限関係 2,379 時間外労働の制限関係 1,112
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深夜業の制限関係 806 深夜業の制限関係 808

所定労働時間の短縮措置等 

（第 23 条）関係 
3,898

所定労働時間の短縮措置等 

（第 23 条）関係 
2,794

所定労働時間の短縮措置等 

（第 24 条）関係 
2,229

所定労働時間の短縮措置等 

（第 24 条）関係 
603

労働者の配置に関する 

配慮関係 
0

労働者の配置に関する 

配慮関係 
0

休業期間等の通知関係 229 休業期間等の通知関係 18

小計 16,762 小計 9,103

職業家庭両立推進者関係 4,550

合 計 30,415

 

② 紛争解決援助制度  

育児・介護休業法第 52 条の４に基づく紛争解決の援助の申立受理件数は

240 件あった。女性労働者からの申立が 223 件と大部分を占めているが、男

性労働者からの申立が 15 件、事業主からの申立が２件あった。 

申立の内容をみると、「育児休業に係る不利益取扱い」に関するものが 138

件と最も多く、次いで、「期間雇用者の育児休業」が 30 件となっている。

男性からの申立 15 件のうち１件は、「育児休業に係る不利益取扱い」に関

するものだった。 

平成 26 年度中に援助を終了した事案のうち、都道府県労働局長が助言・

指導・勧告を行った結果、約７割について解決している。 

 

【資料８】援助の内訳  

事項 
平成 26 年度

（件） 

育 

児 

関 

係 

育児休業関係 25 

期間雇用者の休業関係 30 

子の看護休暇関係 0 

休業に係る不利益取扱い関係 138 

休業以外に係る不利益取扱い関係 15 

所定外労働の制限関係 0 

時間外労働の制限関係 2 

深夜業の制限関係 1 

所定労働時間の短縮等の措置関係 11 
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労働者の配置に関する配慮関係 9 

小計 231 

介 

護 

休 

業 

関 

係 

介護休業関係 3 

期間雇用者の休業関係 1 

介護休暇関係 2 

休業等に係る不利益取扱い関係 2 

時間外労働の制限関係 0 

深夜業の制限関係 0 

所定労働時間の短縮措置等（法第 23 条）関係 0 

労働者の配置に関する配慮関係（法第 26 条） 1 

小計 9 

合  計 240 

 

③ 両立支援調停会議による調停  

育児・介護休業法第 52条の５に基づく調停申請受理件数は、８件あった。

その全ては、女性労働者からの申請であった。 

申請の内容をみると、「育児休業等に係る不利益取扱い」に関するものが

７件と最も多く、他「育児休業（期間雇用者を除く）」に関するものが１件

あった。 

調停の実施結果をみると、調停が開始された６件のうち調停案の受諾勧

告を行ったものが５件で、そのうち３件について調停案を双方受諾し、解

決に至っている。 

 

(2) 次世代育成支援対策の推進  

次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次

世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）に基づき、国、地方公

共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めている。 

平成 27 年 12 月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2015

改訂版」、平成 27 年３月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」において

「平成 32 年までに、くるみん認定企業数を 3,000 社とする」と目標が設定さ

れているところであり、平成 27 年６月末には 2,206 社の認定があった。 

また、くるみん認定企業に対する税制上の優遇措置（※）については、平

成 27 年度税制改正において、対象資産の見直し等を行った上で平成 29 年度

末までの３年間延長された。 
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新たな認定（「プラチナくるみん」認定）制度の創設等が盛り込まれた改正

次世代育成支援対策推進法（平成 27 年４月全面施行）や税制優遇措置を周知

していくことで、当該認定の取得促進を図っている。 

 

※ 平成 27 年度以降の認定企業に対する税制上の優遇措置（くるみん税制） 

企業が事業所内保育施設や授乳コーナーなどの次世代育成支援対策資産に

ついて、行動計画に記載した上で、計画期間内に導入し、認定を取得した場

合、当該資産について、 

・くるみん認定企業は、認定を受けた事業年度に、資産の種類や企業規模に

応じて 18％から 32％の割増償却 

・プラチナくるみん認定企業は、認定を受けた事業年度から３年間、資産の

種類に応じて 12％または 15％の割増償却 

を受けることができる。当該税制の実施により、従業員の仕事と子育ての両

立のための環境整備に積極的な企業を支援している。 

 

【資料９】行動計画策定企業数の推移  
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【資料 10】認定企業数の推移  

 

(3) 育児や介護をしながら働き続けやすい環境の整備の推進 

① 職業生活と家庭生活との両立の推進に関する周知啓発活動の実施  

平成 22 年１月に策定した「子ども・子育てビジョン」や平成 27 年３月

に閣議決定された「少子化社会対策大綱」等を踏まえつつ、あらゆる機会

をとらえ、育児休業の取得促進、子育て期間中の短時間勤務制度等の普及

促進、父親も子育てができる働き方の啓発等の職業生活と家庭生活の両立

を図りやすくするための雇用環境の整備に関する周知啓発活動を効果的に

実施している。 

特に父親の子育てについては、平成 22 年６月 30 日の改正育児・介護休

業法の施行と併せ、育児を積極的にする男性「イクメン」及び「イクメン

企業」を広めるため、「イクメンプロジェクト」を開始した。本プロジェク

トは、男性の仕事と育児の両立を積極的に促進し、業務改善を図る企業を

表彰する「イクメン企業アワード」（平成 25 年度創設）や部下の仕事と育

児の両立を支援する上司を表彰する「イクボスアワード」（平成 26 年度創

設）等を通じて労務管理の好事例を普及するほか、経営者・人事労務担当

者などを対象とした企業向けセミナーの開催等を通じ、企業の自発的な取

組を促進している。 

さらに、参加型の公式サイトの運営やハンドブックの配付等により、男
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性が育児休業を取得しやすく、育児をより積極的に楽しめる社会の実現を

目指している。 

② 企業における両立支援の取組促進  

仕事と家庭の両立に向けた企業の自主的な取組を促進するため、自社の

「仕事と家庭の両立のしやすさ」を点検・評価することができる両立指標

や両立支援に積極的に取り組んでいる企業の取り組み等を掲載したサイト

「女性の活躍・両立支援総合サイト」（http://www.positive-ryouritsu.jp/）

を運用するとともに、中小企業のための「育休復帰支援プラン」策定マニ

ュアルや介護離職を予防するための両立支援対応モデルの周知を行ってい

る。 

さらに、仕事と育児・介護等との両立支援のための取組を積極的に行っ

ており、かつその成果があがっている企業に対し、公募により「均等・両

立推進企業表彰」を実施し、その取組を広く周知することにより、労働者

が仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を促進している（表彰企業に

ついては 44～46 頁参照）。 

③ 助成金の支給による事業主への支援  

育児や家族の介護を行う労働者にとって、働き続けやすい雇用環境の整

備を行う事業主等を支援するため、両立支援等助成金の支給を行っている。 

［両立支援等助成金のメニュー］ 

○ 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金（労働者のための事業所内

保育施設を設置・運営等したとき） 

○ 子育て期短時間勤務支援助成金（子育て期の労働者が利用できる短時

間勤務制度の導入・利用促進に向けた取組を行い、利用者が出たとき） 

○ 中小企業両立支援助成金 

 ・ 代替要員確保コース（育児休業取得者に対し、代替要員を確保し、原

職等に復帰させたとき） 

・ 期間雇用者継続就業支援コース（有期契約労働者（期間雇用者）につ

いて、通常の労働者と同等の要件で育児休業を取得させて育児休業終了

後原職復帰させたとき） 

・ 育休復帰支援プランコース（育休復帰プランナーの支援を受け、育休

復帰支援プランを作成した上で、プランに基づく取組を実施し、労働者

に育児休業を取得させたとき及び職場復帰させたとき） 

④ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業の推進） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員とし
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て、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うこと

を希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うファミリー・サ

ポート・センター（平成 26 年度 769 市区町村）（実績ベース）に財政的な

支援を行っている。平成 27 年度からは、子ども・子育て支援制度において、

地域子ども・子育て支援事業のひとつに位置づけられている。 

また、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を

伴う預かり等については、「病児・緊急対応強化事業」を行っている。 

⑤ 保育施策等の充実  

就労希望者の潜在的なニーズにも対応した待機児童の解消や放課後児童

クラブの充実、働き方の多様化などによる保育ニーズに対応した多様な保

育の提供、地域における子育て支援の拠点やネットワークの充実を図るた

め、平成 22 年１月に策定した「子ども・子育てビジョン」等に基づき、 

○ 公的保育の受入児童数の拡大 

○ 放課後児童クラブの受入児童数の拡充 

○ 延長保育、休日保育、夜間保育、病児保育、複数企業間での共同設置

を含む事業所内保育等の多様な保育の拡大 

○ 保護者の通院や社会参加活動、又は育児に伴う心理的・身体的負担の

軽減のための一時預かりの拡充、就業の有無にかかわらず、子育て中の

親子が相談、交流、情報交換できる場を身近な場所に整備する地域子育

て支援拠点事業の推進 

などの取組の推進を図っている。 

 また、平成 27 年３月に新たに策定した「少子化社会対策大綱」において

は、引き続きこれらの取組の推進を図るとともに、子育て支援施策の一層

の充実を図ることとしている。 

 

とくに喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、平成 25 年 4 月に策定

した「待機児童解消加速化プラン」に基づく平成 29 年度末までの保育の整備

目標を約 40 万人分から 50 万人分に上積みして保育の受け皿を確保すること

としている。 

併せて、「待機児童解消加速化プラン」の確実な実施のため、保育士の処遇

改善や勤務環境の改善など、総合的な保育人材確保策の充実を図っている。 

また、質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量的拡大・

確保、地域の子ども・子育て支援の充実を目的とする「子ども・子育て支援

新制度」については、自公民３党合意を踏まえ、平成 24 年８月に子ども・子
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育て関連三法が参議院で可決・成立し、平成 27 年４月から子ども・子育て支

援新制度が本格施行されている。 

新制度の主なポイントとして、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共

通の給付（施設型給付）及び小規模保育等への給付（地域型給付）の創設、

認定こども園制度の改善、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実等

が挙げられる。 

なお、子ども・子育て支援は、社会保障の充実において優先的に取り組む

施策と位置付けられ、各市町村の事業計画に基づく「量的拡充」に対応する

とともに、0.7 兆円ベースの「質の向上」を全て実施するための金額として、

国・地方合わせて平成 27 年度予算においては 0.5 兆円程度、平成 28 年度予

算においては 0.6 兆円程度を確保した。 

  

(4) 雇用の継続を援助、促進するための育児・介護休業給付  

 雇用保険制度では、労働者が育児休業や介護休業を取得しやすくし、職業

生活の円滑な継続を援助、促進し、雇用の安定を図るために、一定の要件を

満たす方に対して、育児休業給付や介護休業給付を支給している。 

 

(5) マザーズハローワーク事業の実施  

全国 184 箇所（平成 27 年度末現在）のマザーズハローワーク・マザーズコ

ーナーにおいて、事業を展開している。具体的には、子育てをしながら就職

を希望する女性等に対して、子ども連れで来所しやすい環境を整備するとと

もに、担当者制によるきめ細かな就職支援、求人情報や地方公共団体等との

連携による保育サービス関連情報等の提供など、再就職に向けた総合的かつ

一貫した支援を行っている。 

 

(6) 女性の就業促進のための支援事業の実施  

全国の女性関連施設等（女性関連施設、地方自治体、女性団体、労働組合

等）における女性就業促進支援事業が効果的、効率的に実施され、全国的な

女性の就業促進と健康保持増進のための支援施策の充実が図れるよう、相談

対応や講師派遣など女性関連施設等に対する支援事業を実施している。 

 

(7) 母子家庭の母等に対する就業援助対策の実施  

 母子家庭の母等がその適性、能力にあった職業に就くことができるよう、

次の就業援助対策を講じている。 
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 ○ 公共職業安定所においてきめ細かな職業相談等を実施 

 ○ 公共職業安定所長の指示により公共職業訓練又は職場適応訓練を受講

する母子家庭の母等で所得が一定額以下の者に対する訓練手当の支給 

○ 母子家庭の母等を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労

働者として雇い入れる事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給

（雇用者１人につき 60 万円（中小企業以外の事業主は 50 万円）、短時間

労働者については、40 万円（中小企業以外の事業主は 30 万円）。） 

○ 母子家庭の母等に対し、委託を受けて職場適応訓練を実施する事業主

に対する職場適応訓練費の支給（訓練生１人につき月額２万 4,000 円） 

○ 母子家庭の母等を公共職業安定所等の紹介により、常用雇用すること

を目的として一定期間試行雇用する事業主に対しトライアル雇用奨励金

を支給（月額５万円・最長３か月間） 

○ 母子家庭の母等の就業支援に関する諸制度の周知と就業促進について

の社会的機運の醸成を図るための啓発活動の実施 

○ 児童扶養手当受給者の自立促進を図るため、母子・父子自立支援プロ

グラム策定事業を推進するとともに、その一環として、ハローワークと

福祉事務所等が連携して、個々の対象者の状況、ニーズ等に応じたきめ

細かな就業支援を実施 

○ 母子家庭の母が、看護師等経済的自立に効果的な資格の取得を促進す

るため２年以上（平成 28 年４月からは１年以上）養成機関で修業する場

合に、修業期間中の生活費の負担軽減を図る高等職業訓練促進給付金等

を支給 
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３ パートタイム労働対策の推進  

 

(1) パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保の推進  

近年、パートタイム労働者は増加傾向にあり、従来のような補助的な業務

ではなく、役職に就くなど職場において基幹的役割を果たす者も増加してい

る。パートタイム労働者については、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関

する法律」（以下「パートタイム労働法」という。）に基づき、その能力を一

層有効に発揮できる雇用環境を整備するため、通常の労働者との均等・均衡

待遇の確保や通常の労働者への転換の推進を図っている。しかしながら依然

として、パートタイム労働者の待遇が必ずしもその働きや貢献に見合ったも

のになっていない場合もあり、仕事に対する不満や不安を持つ者も多いため、

パートタイム労働者が働き等に見合った公正な待遇をより一層確保し、納得

して働くことが課題となっている。 

こうしたことから、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保及び納得

性の向上を図るための措置等の更なる充実等を内容とする「短時間労働者の

雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第

27 号）が平成 27 年４月 1 日に施行された。  
【 パートタイム労働法の概要 】  
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① パートタイム労働法の履行確保  

雇用均等室では、パートタイム労働法が着実に履行されるよう、事業主

を対象とした集団説明会の開催、労使団体へのパンフレットの配布等によ

り、同法の周知を行っている。 

また、パートタイム労働者からの相談対応や、相談端緒又は計画的な事

業所訪問による行政指導、労働者・事業主からの申出に基づく紛争解決援

助等を行っている。 

平成 26 年度のパートタイム労働に関する相談件数は 18,207 件であり、

その内訳は、事業主からの相談が 69.3％（12,610 件）、パートタイム労働

者からの相談が 8.6％（1,572 件）を占めている。 

 

【資料 11】相談件数推移 

 

相談内容のうち、指針関係及びその他（改正法、年休、解雇、社会保険

等）を除いて、最も多いものは「通常の労働者への転換推進措置」に関す

るもので 1,103 件（6.1％）、次いで、「労働条件の文書交付等」が 922 件

（5.1％）、「差別的取扱いの禁止」が 906 件（5.0％）となっている。 

（※）「指針関係」とは、法定の措置を講ずるに当たっての留意事項等

を明らかにするために定めた指針に関するものである。 

（※）「改正法」とは、パートタイム労働法の改正による内容に関する

ものである。 
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また、事業所訪問等により、パートタイム労働法に基づく雇用管理の実

態を把握し、同法違反が確認された事業所に対し、21,980 件の是正指導を

行った。 

是正指導の内容としては、「通常の労働者への転換推進措置」に関するも

のが 5,032 件（22.9％）、「労働条件の文書交付等」に関するものが 4,739

件（21.6％）となっている。 

パートタイム労働法に基づく都道府県労働局長による紛争解決の援助の

申立受理件数は２件、均衡待遇調停会議による調停申請受理件数は１件で

あり、すべて労働者からの申立であった。 

② 均等・均衡待遇等に取り組む事業主等への支援  

雇用均等室に人事労務管理の専門家を配置し、特に中小企業事業主に対

し、パートタイム労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇の確保に取り

組むための具体的な方法に関するアドバイスを行うとともに、パートタイ

ム労働者から通常の労働者への転換がより一層推進されるよう、事業所の

実態に応じた転換推進制度のプランの提供等を行い、パートタイム労働法

に沿った雇用管理改善に取り組む事業主を支援している。 

また、「パートタイム労働者均等・均衡待遇指標（パート指標）」に基づ

き、事業主が自社の均等・均衡待遇の確保等の現状を容易に把握し、課題

を解決するための取組ができる「パート労働者活躍企業診断サイト」や、

自発的に自社の取組を発信することができる「パート労働者活躍企業宣言

サイト」の活用、「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」の実施、さらに、

事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援や助成金の活用により、パ

ートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保の推進に向けた事業主の自主的

かつ積極的な取組を支援している。 

これらのパートタイム労働対策に関する情報については、「パート労働

ポータルサイト（http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/）」により、効果的

に情報提供等を行い、パートタイム労働者が納得して能力を発揮できる環

境づくりを促進している。 

 

(2) 短時間正社員制度の導入・定着  

短時間正社員制度については、現在、厚生労働省としても、育児・介護を

はじめ地域活動など、個々人の様々なライフスタイルやライフステージに応

じた多様な働き方を実現する選択肢の一つとして、企業における導入を促進

しているところである。  
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また、事業所訪問等により、パートタイム労働法に基づく雇用管理の実

態を把握し、同法違反が確認された事業所に対し、21,980 件の是正指導を

行った。 

是正指導の内容としては、「通常の労働者への転換推進措置」に関するも

のが 5,032 件（22.9％）、「労働条件の文書交付等」に関するものが 4,739

件（21.6％）となっている。 

パートタイム労働法に基づく都道府県労働局長による紛争解決の援助の

申立受理件数は２件、均衡待遇調停会議による調停申請受理件数は１件で

あり、すべて労働者からの申立であった。 

② 均等・均衡待遇等に取り組む事業主等への支援  

雇用均等室に人事労務管理の専門家を配置し、特に中小企業事業主に対

し、パートタイム労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇の確保に取り

組むための具体的な方法に関するアドバイスを行うとともに、パートタイ

ム労働者から通常の労働者への転換がより一層推進されるよう、事業所の

実態に応じた転換推進制度のプランの提供等を行い、パートタイム労働法

に沿った雇用管理改善に取り組む事業主を支援している。 

また、「パートタイム労働者均等・均衡待遇指標（パート指標）」に基づ

き、事業主が自社の均等・均衡待遇の確保等の現状を容易に把握し、課題

を解決するための取組ができる「パート労働者活躍企業診断サイト」や、

自発的に自社の取組を発信することができる「パート労働者活躍企業宣言

サイト」の活用、「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」の実施、さらに、

事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援や助成金の活用により、パ

ートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保の推進に向けた事業主の自主的

かつ積極的な取組を支援している。 

これらのパートタイム労働対策に関する情報については、「パート労働

ポータルサイト（http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/）」により、効果的

に情報提供等を行い、パートタイム労働者が納得して能力を発揮できる環

境づくりを促進している。 

 

(2) 短時間正社員制度の導入・定着  

短時間正社員制度については、現在、厚生労働省としても、育児・介護を

はじめ地域活動など、個々人の様々なライフスタイルやライフステージに応

じた多様な働き方を実現する選択肢の一つとして、企業における導入を促進

しているところである。  
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また、平成 22 年６月に仕事と生活の調和推進官民トップ会議において決定

された「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、短時

間正社員制度が多様な働き方の一つとしてあげられ、国は、その多様な働き

方を推進するための条件整備を行うこととされるとともに、「短時間勤務を選

択できる事業所の割合（短時間正社員制度等）」を、平成 32 年には 29％とす

る数値目標が設定されている（仕事と生活の調和推進のための行動指針）。  
こうした中、事業主における短時間正社員制度の導入を支援するため、同

制度の概要や導入企業の具体的取組事例に基づくノウハウ等の情報提供を行

うサイト「短時間正社員制度導入支援ナビ」

（http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/）を運営するとともに、同制度の

導入支援マニュアルを配布する等により、周知・啓発に努めている。また、

制度を導入し、実際に短時間正社員に転換する等一定の要件を満たした事業

主に対しては、助成金を支給している。  
 

(3) パートタイム労働者の能力開発の推進等  

パートタイム等短時間就労を希望する者を含めた多様な求職者の訓練ニー

ズに対応するため、施設内訓練に加え、民間教育訓練機関等を活用した多様

な職業訓練を実施している。 

また、パートタイム労働者にその能力を十分に発揮してもらうため、キャ

リアアップに関するモデル事例の収集、ハンドブックの作成、セミナーの開

催等により、パートタイム労働者のキャリアアップ支援を行った。 

 

(4) パートタイム労働者の中小企業退職金共済制度への加入促進  

 パートタイム労働者の中小企業退職金共済制度への加入を促進するため、

5,000 円～30,000 円の通常の掛金月額のほか、パートタイム労働者について

は、2,000 円～4,000 円の特例掛金月額も選択できることとしている。 

 また、新たに制度に加入する事業主に対して掛金負担軽減措置があり、国

が掛金の 1/2 を加入後４か月目から１年間助成しており、特例掛金を選択す

るパートタイム労働者に対しては、さらに 300 円～500 円を上乗せして助成

している。 
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４ 在宅ワーク対策の推進 

 

在宅ワークとは、情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提

供等（テープ起こし、データ入力、ホームページの作成、設計・製図等）を

行う在宅形態の就労をいう。近年の情報通信技術の発展とパソコン等情報通

信機器の普及により、在宅ワークが増加しており、推計では 126.4 万人（平

成 25 年度厚生労働省委託事業「在宅就業調査報告書（三菱 UFJ リサーチ＆コ

ンサルティング(株)）」）の在宅ワーカーがいる。 

 時間と場所の制約を受けない働き方である在宅ワークは、仕事と家庭の両

立をはじめ、通勤負担の軽減、ゆとりの創出等、より柔軟かつ多様な働き方

の実現のための手段として、社会的な期待や関心も大きくなっている。 

 その一方で、契約条件をめぐるトラブルや契約の一方的な打ち切り、安定

的な仕事の確保が難しい等の問題点も指摘されているため、厚生労働省では、

在宅ワークの就業環境の整備を図る観点から、次の施策を推進している。 

 

(1) 「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発  

在宅ワーカーが安心して在宅ワークを行えるよう、発注者が契約締結の際

に守るべき最低限のルールとして「在宅ワークの適正な実施のためのガイド

ライン」を策定し、その周知・啓発を図っている。 

 

(2) 在宅就業者総合支援事業の実施  

在宅ワーカーの再就職・就業に役立つ情報や発注者に向けた情報を提供す

るサイト「ホームワーカーズウェブ」（http://homeworkers.mhlw.go.jp/）を

運用するとともに、セミナーの開催、仕事の探し方・トラブル相談等への対

応などの支援事業を実施している。  

 

(3) いわゆる「インチキ内職」の被害防止  

在宅ワークを紹介するといって、事前に高額な登録料、講習料、教材費の

支払いを要求するといったいわゆる「インチキ内職」について、注意を喚起

し、被害の未然の防止に努めている。 
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５ 家内労働対策の推進 

 

家内労働法では、製造・加工業者や販売業者又はこれらの請負業者から委

託を受け、主として労働の対償を得るために、原材料等の提供を受け、物品

の製造、加工等に従事する者であって、他人を使用しないことを常態とする

者を「家内労働者」と定義し、その労働条件の向上等を図るために必要な事

項を定めている。これを受けて、厚生労働省では次の施策を推進している。 

 

(1) 家内労働手帳の交付の徹底  

家内労働者の労働条件の確保や当事者間の紛争防止には、委託条件の文書

明示が重要であるため、委託者に対して、工賃の支払方法その他の委託条件

を記入した家内労働手帳を交付するよう指導を行っている。 

 

(2) 工賃支払いの確保  

  工賃は、原則として、通貨でその全額を、家内労働者から物品を受領した

日から１か月以内に支払わなければならないと定められていることから、委

託者に対して工賃支払いの確保を図るための指導を行っている。 

 

(3) 最低工賃の決定及び周知  

  工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため、一定の地域及び物

品の製造・加工等の工程ごとに最低工賃が決定されている（平成 28 年２月末

現在の決定件数 113 件）。「第 11 次最低工賃新設・改正計画」（平成 25 年度～

27 年度）に基づき計画的に新設・改正等を行うとともに、決定された最低工

賃の周知等の徹底を図っている。 

 

(4) 安全及び衛生の確保  

危険有害業務に従事する家内労働者の安全及び衛生の確保のため、家内労

働法の周知を図るとともに、指導を行っている。また、労災保険の特別加入

制度の普及を図っている。 

 

(5) いわゆる「インチキ内職」の被害防止  

高収入が得られるとして、高額の講習料を支払わせた上で、仕事の内容や

収入については約束と違うといったいわゆる「インチキ内職」について、家

内労働法上の問題がある場合には指導を行うとともに、内職希望者に対して
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注意を喚起し、被害の未然の防止に努めている。   
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６ 女性の能力発揮促進のための援助 

  

女性の能力開発等の支援 

在職中の労働者に対して、多様なニーズに即した職業訓練を公共職業能力

開発施設において実施しているほか、企業内における労働者の効果的なキャ

リア形成の促進を目的として、雇用する労働者に対して、一定の要件の下で、

職業訓練の実施又は自発的な職業能力開発の支援を行う事業主等に対し、賃

金及び経費の一部をキャリア形成促進助成金として助成している。本助成金

では、育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練を実施する

事業主等に対して助成をし、女性の活躍促進に向けた人材育成の取組を支援

している。 

また、労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等

を図るため、雇用保険の被保険者等が自ら費用を負担して一定の教育訓練を

受けた場合に、教育訓練給付金として、その教育訓練に要した費用の一部に

相当する額を支給することとしている。 

加えて、解雇等により離職を余儀なくされた者等の円滑な再就職を促進す

るためには、職業能力の開発・向上対策を効果的に実施していく必要がある。

このため、雇用失業情勢の変化に即応するとともに産業構造の変化等に的確

に対応した機動的かつ効果的な職業訓練について、民間教育訓練機関の活用

も含めた実施や、育児等で離職した女性の再就職が円滑に進むよう、育児等

と両立しやすい短時間訓練コースや訓練受講の際の託児支援サービスの実施

等により、再就職を積極的に支援している。  
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Ⅲ 男女雇用機会均等法成立 30 年を迎えて 

昭和60年５月に男女雇用機会均等法が成立し、平成27年に30年が経過した。この

30年間に、平成３年に育児休業法、平成５年にパートタイム労働法、平成15年に次

世代育成支援対策推進法、平成27年に女性活躍推進法が成立し、主に女性の就労環

境を改善する法律が整備された。 

本章では、男女雇用機会均等法を始め、雇用均等行政分野の法律の変遷と働く女

性に関するデータから、女性労働者を取り巻く環境の変化について振り返る。 

 

第１節 男女雇用機会均等法 

(1) 法律制定の背景 

男女雇用機会均等法制定の国内的背景として、労働市場への女性参加が大きく進

んだことがある。経済の高度成長期に入った昭和 30 年代後半以降、女性労働者数が

増加を続け、昭和 59 年の女性雇用者数は、1,519 万人となり、昭和 35 年の２倍と

なっていた。また、継続就業の意識も高まり、結婚、出産、育児期を通して働く女

性も増え、女性の平均勤続年数も伸びてきた。 

しかしながら、女性に対する雇用管理については、昭和 47 年に勤労婦人福祉法が

成立・施行され、育児休業や母性健康管理の努力義務が定められていたものの、女

性を単純、補助的な業務に限定するなど、男性とは異なる取扱いを行う企業がみら

れた。 

こうした背景には、女性には労働基準法で、時間外労働が１日２時間、１週６時

間、１年 150 時間と制限されていたことや深夜業が原則禁止されていたなど男性と

異なる法規制があることのほか、社会に残る「男は仕事、女は家庭」という伝統的

な男女の役割分担意識等があったことが影響している。 

一方、国際的な動きとして、昭和 50 年の国際婦人年、昭和 54 年の女子差別撤廃

条約採択など、国際連合を中心とした国際的な男女の機会均等の達成に向けた動き

が活発化していた。こうした動きを受け、我が国においても、男女の地位について

の不平等感が高まり、職場における男女平等の実現を求める動きが一段と強まった。 

こうして、昭和 55 年に署名した女子差別撤廃条約の批准に向け、国内法制等諸条

件の整備の一環として、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇を確保するた

めの法的整備を行うこととなり、昭和 60 年に勤労婦人福祉法の一部改正により、男

女雇用機会均等法が「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子

労働者の福祉の増進に関する法律」として成立した。 
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(2) 昭和 60 年男女雇用機会均等法成立、昭和 61 年施行 

昭和 60 年に成立し、翌 61 年に施行された男女雇用機会均等法では、募集・採用、

配置・昇進についての均等な取扱いについては、事業主の努力義務とされた。教育

訓練については、業務の遂行に必要な基礎的な能力を付与するための一定の教育訓

練について、労働者が女性であることを理由とした差別的な取扱いが禁止された。

福利厚生については、住宅資金の貸付その他これに準ずる福利厚生の措置について

差別的な取扱いが禁止された。定年・退職及び解雇についても、労働者が女性であ

ることを理由とした差別的な取扱いが禁止された。また、女性労働者の結婚・妊娠・

出産退職制や、女性の結婚、妊娠、出産及び産前産後休業の取得を理由とする解雇

が禁止された。 

さらに、女性労働者と事業主の間の均等な取扱いに関する紛争の解決を図るため、

紛争解決の援助や調停の制度が設けられるとともに、行政指導の根拠規定として、

勤労婦人福祉法に規定されていた国による助言指導に加え、勧告及び報告の徴収が

労働大臣の権限とされ、この権限の一部を婦人少年室長に委任する規定が設けられ

た。 

また、労働基準法も改正され、管理職や専門職等の時間外労働の規制の廃止や、

深夜業を行うことができる業務の拡大など、女性保護規定が緩和された。一方、妊

産婦については、産後休業が６週間から８週間に延長され、妊産婦の時間外労働及

び深夜業の制限が新設される等母性保護制度は拡充された。 

 

(3) 平成９年改正、平成 11 年施行（母性健康管理については平成 10 年施行） 

平成９年の改正では、それまでの努力義務規定が改められ、募集・採用、配置・

昇進について、女性であることを理由とする差別的取扱いが禁止されることとなっ

た。教育訓練については、差別が禁止される対象の範囲の限定が廃止された。これ

により、募集・採用から定年・退職に至る雇用管理において、事業主が、女性に対

して差別することが禁止されることとになった。 

一方、女性のみ募集や女性のみ配置などの女性に対する優遇については、女性の

職域を固定化したり男女の職務分離をもたらす等の弊害をもたらすことから、原則

として「女性に対する差別」として新たに禁止された。なお、過去の女性に対する

取扱い等が原因で男女労働者間に事実上の格差が生じている状況を改善する目的で

行う女性のみを対象にした措置や女性を有利に取り扱う措置については法違反とな

らないとする特例規定が設けられた。 
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また、事業主が講ずるポジティブ・アクション（男女労働者の間に事実上生じて

いる差を解消するための取組）に対し、国が相談その他の援助を行うことができる

規定が新設された。 

さらに、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主が雇用

管理上必要な配慮をしなければならない旨の規定が新設されたほか、それまで努力

義務規定であった母性健康管理措置が義務化された。 

調停制度については、それまで当事者双方の同意が要件であったが、当事者の一

方からの申請によることができるようになった。 

さらに、女性労働者に対する差別を禁止する規定に違反している事業主が、是正

勧告に従わない場合の企業名公表の制度が新設された。 

このように、法律の中心的内容が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保を図ることに変わったため、法律名が「雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律」に変更された。 

同時に労働基準法の時間外・休日労働、深夜業の規制の解消がなされ、母性保護

以外の女性保護規定が廃止された。 

 

(4) 平成 18 年改正、平成 19 年施行 

平成 18 年の改正では、それまでは募集・採用、配置・昇進等について、女性であ

ることを理由とする差別的取扱いが禁止されていたが、改正により、男女双方に対

する、性別を理由とする差別的取扱いが禁止されることとなった。また、差別的取

扱いの禁止の対象に、降格、職種の変更、雇用形態の変更、退職勧奨、労働契約の

更新が追加された。 

さらに、いわゆる間接差別について、労働者の性別以外の事由を要件とするもの

のうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして、厚生労働

省令で定める措置に合理的な理由がない場合に禁止する規定が新設された。 

また、妊娠、出産、産前産後休業の取得を理由とする解雇の禁止について、母性

健康管理措置、産前休業を請求したことその他厚生労働省令で定める事由を理由と

する解雇の禁止が追加されるとともに、解雇以外の不利益な取扱いが禁止されるこ

ととなった。さらに、妊娠中又は出産後一年を経過しない女性労働者に対してなさ

れた解雇について、事業主の反証がない限り無効となる規定が設けられた。 

職場におけるセクシュアルハラスメント防止規定については、改正前は、女性労

働者に対するセクシュアルハラスメントについての配慮義務として規定されていた

が、改正により、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象に男性も追加され

るとともに、措置義務規定とされた。 
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調停制度など紛争の解決の援助及び企業名公表制度の対象にセクシュアルハラス

メント及び母性健康管理が追加されるとともに、報告徴収に応じない場合又は虚偽

の報告をした場合に過料が課せられることとなった。 

 

(5) 平成 28 年改正、平成 29 年１月施行 

平成 28 年の改正では、妊娠・出産等に関する上司・同僚による就業環境を害する

行為に対する防止措置を義務付ける規定が設けられた。 
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第２節 育児・介護休業法 

(1) 法律制定の背景 

 最初の育児休業の制度は、昭和 47 年に成立・施行された勤労婦人福祉法において

設けられた。その内容は、乳幼児を養育する女性労働者について、育児休業等を実

施する努力義務を事業主に課すものだった。 

昭和 55 年に、我が国は女子差別撤廃条約に署名し、その批准のため勤労婦人福祉

法の改正が行われ男女雇用機会均等法が成立した。その改正により、勤労婦人福祉

法の育児休業の規定が男女雇用機会均等法に引き継がれるとともに、育児休業の普

及の重要性が法律に明記され、国がその普及のため助言・指導、その他の援助に努

めることが定められた。 

その後、経済のソフト化やサービス化の進展、女性の職業意欲の高まりを背景に、

女性雇用者数は著しい増加を続け、平成３年には雇用者総数の約４割に達した。専

門的・技術的職業従事者が増加するなど就業分野も拡大し、勤続年数の長期化・中

高年齢化・有配偶者化などの変化も著しくなっていた。女性の就業意識も多様化し、

経済的なゆとりだけでなく、社会とのつながりや生きがい、自己実現を仕事に求め

る女性も増えていた。また、核家族化や家族の小規模化など家庭の機能も大きく変

化し、子どもの保育や教育は、保育所や学校等へといった家庭機能の一部の外部化

が進展していた。さらに、人口の側面では、平成元年には合計特殊出生率が 1.57

を記録する（以下「1.57 ショック」という。）など、少子化の傾向が著しく、生産

年齢人口の減少に伴い労働力供給の伸びの鈍化が見込まれていた。 

こうした女性の社会進出、家族形態の変化、労働力の不足のなかで、労働者がそ

の能力と経験を活かしつつ、仕事も家庭も充実した生活を営むことができる働きや

すい環境を作るため、平成３年に「育児休業等に関する法律」（以下「育児休業法」

という。）が成立した。 

 

(2) 平成３年成立、平成４年施行 

平成３年に成立した育児休業法で定められた育児休業は、１歳に満たない子を養

育するための休業を、原則申し出た期間取得することができるというものであった。

ただし、対象から日々雇用される者及び期間雇用者が除かれ、労使協定により１年

継続勤務の要件や専業主婦等常態として子を養育できる配偶者がいる労働者を除外

できる制度であった。育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由とした

労働者の解雇が禁止された。 

また、１歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていない者に関しては、

勤務時間の短縮等の措置義務が、１歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養
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育する労働者についての育児休業制度又は勤務時間の短縮等の措置に関しての努力

義務が課された。育児休業法は平成４年４月に施行されたが、常時 30 人以下の労働

者を雇用する事業所の労働者に関しては、平成７年３月 31 日まで、育児休業の権利

の規定、育児休業を理由とする解雇の禁止の規定、勤務時間短縮等の措置義務の規

定について、適用が猶予されていた。 

 

(3) 平成７年改正、平成 11 年施行 

 平成７年には介護休業制度が創設され、法律名も「育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（以下「育児・介護休業法」という。）

に改められた。介護休業制度については、平成７年 10 月に努力義務として施行され、

平成 11 年４月の施行から、要介護状態になった対象家族一人について最大３か月間

の介護休業を１回に限り取得できるようになった。介護のための勤務時間の短縮等

の措置も義務化された。また、労働基準法の改正により女性労働者の深夜業の禁止

規定が廃止されたことに伴い、育児又は家族の介護を行う男女労働者の深夜業の制

限規定が設けられることとなり、平成 11 年４月に施行された。 

 

(4) 平成 13 年改正、平成 14 年施行 

 平成 13 年の改正では、育児・介護を行う労働者に対する時間外労働の制限の制度

が創設され、１月 24 時間、１年 150 時間を超える時間外労働を免除するよう労働者

が請求できるようになった。育児のための勤務時間の短縮等の措置義務については、

対象となる子の年齢が１歳未満から３歳未満に引き上げられた。そのほか、育児休

業及び介護休業の申し出や取得したことを理由とする不利益取扱いの禁止や、小学

校就学の始期までの子に対する子の看護休暇の努力義務が定められた。 

 

(5) 平成 16 年改正、平成 17 年施行 

 平成 16 年の改正では、期間を定めて雇用される労働者のうち、同一の事業主に引

き続き雇用された期間が１年以上で、養育する子が１歳に達する日を超えて引き続

き雇用されることが見込まれる者が育児休業の対象となった。育児休業期間につい

て、子が１歳を超えても休業が必要と認められる場合には、子が１歳６か月に達す

るまで育児休業を延長できるようになった。また、子の看護休暇が義務化された。 

 

(6) 平成 21 年改正、平成 22 年施行 

 平成 21 年の改正では、３歳までの子を養育する労働者について、１日６時間の短

時間勤務制度を設けることを義務化し、所定外労働の免除も制度化された。子の看
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護休暇制度についても、小学校就学前の子が２人以上であれば年 10 日取得できるよ

うになった。また、父親も子育てができる働き方の実現をめざし、パパ・ママ育休

プラスや、父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した場合に再度育児休業を取

得できる制度を創設し、配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業取得を不可とす

る制度を廃止した。介護に関しても、要介護状態の対象家族が 1 人の場合年５日、

２人以上であれば年 10 日取得できる介護休暇制度を創設した。 

 

(7) 平成 28 年改正、平成 29 年１月施行 

 平成 28 年の改正では、介護休業を合計 93 日の範囲で３回まで分割して取得する

ことを可能にしたほか、有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和や、介護のため

の所定労働時間の短縮措置等の措置義務の期間の伸長（介護休業と通算して 93 日か

ら、通算することなく３年間へ）、介護を行う労働者の所定外労働の免除制度の創設

などが行われた。 

 また、平成 28 年の改正では、男女雇用機会均等法の改正と合わせ、育児休業等に

関する上司・同僚による就業環境を害する行為に対する防止措置を義務付ける規定

が設けられた。
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第３節 パートタイム労働法 

(1) 法律制定の背景 

パートタイム労働は、日本経済が高度経済成長期に入り、労働力需給が逼迫した

昭和 30 年代後半から増加し始めた。この頃、家電製品の普及等により家事負担が軽

減された中高年女性の就労意欲の高まりを背景として、パートタイム労働は急速に

拡大し、勤続年数の伸長や就業分野の拡大等も見られ、我が国の経済社会において

重要な役割を果たすようになったが、適切な雇用管理が行われていないなど様々な

問題が指摘された。 

そのため、平成元年に「パートタイム労働者の処遇及び労働条件等について考慮

すべき事項に関する指針」（平成元年労働省告示第 39 号）が策定され、職業能力開

発の推進等を含めた総合的なパートタイム労働対策が講じられたが、実効性確保等

の観点から法的整備が課題とされた。このような中で、パートタイム労働者につい

て、雇用管理改善の措置等を講じることにより能力を有効に発揮できるようにし、

もって福祉の増進を図るため、平成５年に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関

する法律」（平成５年法律第 76 号。以下「パートタイム労働法」という。）が制定さ

れた。 

 

(2) 平成５年成立、同年施行 

 平成５年に成立したパートタイム労働法では、事業主がパートタイム労働者につ

いて講ずべき雇用管理改善の措置に関し、労働大臣が指針を定めること等とされた。

また、事業主に対し、雇入れ時に労働時間その他の労働条件に関する事項を文書で

交付する努力義務、就業規則の作成や変更の際にパートタイム労働者の過半数を代

表する者の意見を聴く努力義務、常時 10 人以上のパートタイム労働者を雇用する場

合に短時間雇用管理者を選任する努力義務等が設けられた。 

 

(3) 平成 19 年改正、平成 20 年施行 

平成 19 年改正では、雇入れ時に昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無を文書

交付等により明示することが義務化されるとともに、パートタイム労働者から求め

られた時に待遇決定に当たり考慮した事項を説明する義務が課された。また、職務

の内容及び人材活用の仕組みが通常の労働者と同一である無期雇用のパートタイム

労働者について、通常の労働者との待遇（賃金、教育訓練、福利厚生等）の差別的

取扱いが禁止され、その他のパートタイム労働者についても、通常の労働者との均

衡のとれた待遇の確保を図るため事業主が講ずべき措置が定められるとともに、通

常の労働者への転換を推進するための措置を講じる義務が設けられた。さらに、公



― 77 ― 

正な待遇の決定を担保するため、事業所内で苦情を自主的に解決する努力義務、都

道府県労働局による紛争解決援助の仕組みが設けられた。 

 

(4) 平成 26 年改正、平成 27 年施行 

平成 26 年改正では、通常の労働者との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労

働者の対象範囲が拡大され、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も、

職務の内容及び人材活用の仕組みが通常の労働者と同じ場合は対象に含まれること

とされた。また、パートタイム労働者の待遇の原則が新たに規定されるとともに、

事業主に対し、待遇に関する雇入れ時の説明義務や、パートタイム労働者からの相

談対応のための体制整備の義務が課された。さらに、パートタイム労働法の実効性

を高めるため、厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度や、報告の拒否又

は虚偽の報告を行った事業主に対する過料が新設された。 
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第４節 次世代育成支援対策推進法 

(1) 法律制定の背景 

 我が国においては、平成元年の 1.57 ショックを契機に、少子化の認識が一般化し、

各種の取り組みが始められるようになった。しかしながら、各般の取り組みを進め

ても出生率は下げ止まらず、平成 14 年１月に合計特殊出生率が 1.32 と過去最低を

更新し、夫婦の出生力の低下という少子化社会における新たな課題も発見された。 

このような少子化の流れを変えるためにはもう一段の対策を進めることが必要で

あり、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するため、

平成 15 年に次世代育成支援対策推進法が制定された。 

 

(2) 平成 15 年成立、平成 17 年施行 

 平成 15 年に成立した次世代育成支援対策推進法は、少子化を背景に生まれた法律

である。子どもを育成する家庭に対する支援や、子どもが育成される環境の整備の

ため、国もしくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備を促

すもので、国、地方公共団体及び事業主に次世代育成支援のための行動計画を定め

ることを義務付けている。一般事業主行動計画に定めた目標を達成し、育児休業取

得率の基準を満たした事業主を認定することができるとされた。認定事業主は「く

るみんマーク」を商品等に使用することができ、仕事と家庭の両立がしやすい企業

であることをアピールできる。 

 

(3) 平成 20 年改正、平成 21 年施行（義務企業の拡大は平成 23 年施行） 

平成 20 年の改正では、一般事業主行動計画の策定・届出の義務付け対象の企業に

対し、行動計画の公表及び労働者への周知を義務付けたほか、一般事業主行動計画

の策定・届出等が義務となる企業が、それまでの常時雇用する従業員数 301 人以上

企業から 101 人以上企業へと拡大された。 

 

(4) 平成 26 年改正、平成 27 年施行 

次世代育成支援対策推進法は、当初施行期間を平成 17 年４月から平成 27 年３月

までとする 10 年間の時限立法であったが、平成 26 年の改正で平成 37 年３月末まで

延長された。それとともに、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行っ

た企業を認定する、プラチナくるみん認定制度が設けられた。 

 くるみん認定企業数は、平成 27 年６月末日時点で 2,206 社である。300 人以下の

認定企業も増加しており、くるみん認定企業に占める割合は約 35％となっている。

プラチナくるみん認定企業数は、同時点で 13 社である。 
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第５節 女性活躍推進法 

(1) 法律制定の背景 

女性雇用者は着実に増加しているものの、就業を希望していながら働いていない

女性（女性の非労働力人口のうち就業希望者）は約 300 万人に上り、第一子出産を

機に約６割の女性が離職するなど出産・育児を理由に離職する女性は依然として多

い。 

また、雇用形態をみると、女性は出産・育児等による離職後の再就職にあたって

非正規雇用労働者となる場合が多いことなどから、女性雇用者の半数以上は非正規

雇用労働者として働いている。 

さらに、管理職に占める女性の割合は、近年上昇傾向にあるものの、欧米諸国の

ほか、アジア諸国と比べても低い状況にあり、我が国では、働く場面において女性

の力が十分に発揮できているとはいえない状況にある。 

一方、我が国は急速な人口減少局面を迎え、将来の労働力不足が懸念されている

中で、国民のニーズの多様化やグローバル化等に対応するためにも、企業等におけ

る人材の多様性（ダイバーシティ）を確保することが不可欠となっており、女性の

活躍の推進の重要性が高まっている。 

このような我が国の状況を踏まえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を

実現するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活

躍推進法」という。）が平成 27 年８月に成立し、平成 28 年４月に全面施行された。 

 

(2) 平成 27 年女性活躍推進法成立、平成 28 年全面施行 

女性活躍推進法では、国、地方公共団体、事業主の責務や女性の活躍の推進に関

して実施すべき義務などが定められた。301 人以上の労働者を雇用する事業主につ

いては、自社の女性の活躍に関する状況把握及び課題分析を行い、それを踏まえた

数値目標を含む行動計画の策定、社内周知、公表を行うこと、行動計画を策定した

旨の届出を都道府県労働局へ行うこと、女性の活躍に関する情報の公表を行うこと

が義務付けられた。300 人以下の労働者を雇用する事業主の場合は、それらが努力

義務とされた。また、厚生労働大臣は、行動計画を策定し、届出を行った企業のう

ち、女性の活躍推進に関する状況などが優良な事業主を認定することができるとさ

れた。認定は３段階設定されており、段階に応じた認定マーク「えるぼし」を商品

等や広告、名刺等に付し、女性活躍推進企業であることをアピールできる。 
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第６節 女性労働者を取り巻く環境の変化 

１ 労働力人口及び労働力率 

(1) 労働力人口 ～女性は増加傾向、男性は減少傾向 

総務省「労働力調査」によると、昭和 60 年の女性の労働力人口は 2,367 万人であ

ったが、平成 27 年は 2,842 万人で、475 万人の増加（昭和 60 年比 20.1％増）とな

っている。男性は昭和 60 年は、3,596 万人であったが、平成 27 年は 3,756 万人で、

160 万人の増加（同 4.4％増）となっている。労働力人口総数は平成 10 年（6,793

万人）、男性の労働力人口は平成９年（4,027 万人）をピークに減少傾向にあるが、

女性の労働力人口は増加傾向が続いている。そのため、労働力人口総数に占める女

性の割合も上昇傾向にあり、平成 27 年は 43.1％となっており、昭和 60 年（39.7％）

に比べ 3.4 ポイント上昇している（付表１）。 

 

(2) 労働力率 ～女性は上昇傾向、男性は低下傾向 

女性の労働力率（15歳以上人口に占める労働力人口の割合）は、昭和60年は48.7％

であったが、平成 27 年は 49.6％となっている。この間の推移をみると、平成２年

から平成 10 年までは、50.0％台を推移していたが、平成 11 年以降は 49.0％台、

48.0％台をほぼ横ばいで推移している。一方、男性の労働力率は昭和 60 年（78.1％）

以降低下傾向にある（平成 27 年 70.3％）。 

生産年齢（15 歳～64 歳）についてみると、女性の労働力率は昭和 60 年は 54.5％

であったが、平成 27 年は 66.8％となっており、ほぼ一貫して上昇傾向にある。男

性については、昭和 60 年は 83.2％であったが、平成 27 年は 85.0％となっており、

82.5～85.4％の間で推移している（図表３－６－１、付表３）。 
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図表３－６－１ 15～64 歳の労働力率の推移 

 
資料出所：総務省「労働力調査」 

＊平成 23 年は、総務省が平成 17 年国勢調査結果を基準（旧基準）とする推計人口をベンチマーク人口とし、補完的に推

計した値。 

 

(3) 年齢階級別労働力率 

 ～Ｍ字型カーブの底（「30～34 歳」）の労働力率 20.6 ポイント上昇 

女性の労働力率を年齢階級別にみると、いわゆるＭ字型カーブとなっているが、

その形状は、昭和 60 年からの 30 年間で大きく変化している。昭和 60 年は、「20～

24 歳」（71.9％）と「45～49 歳」（68.1％）を左右のピークとし、「30～34 歳」（50.6％）

を底とするＭ字型カーブであった。平成 27 年は、「25～29 歳」（80.3％）と「45～

49 歳」（77.5％）を左右のピークとし、「30～34 歳」（71.2％）が底となっており、

Ｍ字型カーブの底の値が 20.6 ポイント上昇し、窪みが大幅に浅くなるとともに、全

体的に大きく上方にシフトしている。 

Ｍ字型カーブの底となる年代については、昭和 60 年から平成 19 年までは、「30

～34 歳」であったが、晩婚化や第一子の平均出産年齢の上昇等により、平成 20 年

から平成 26 年は「35～39 歳」となった。なお、平成 27 年は「30～34 歳」となって

いる。 

年齢階級別の労働力率を昭和 60 年と比べると、多くの年齢階級で上昇しているが、

上昇幅が最も大きいのは「25～29 歳」（26.2 ポイント上昇）であり、次いで「30～

34 歳」（20.6 ポイント上昇）、「55～59 歳」（18.0 ポイント上昇）、「50～54 歳」（15.3

ポイント上昇）の順となっており、Ｍ字型カーブの右側でも上昇幅は大きくなって

いる。 
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最も上昇幅が大きい「25～29 歳」については、昭和 60 年では「20～24 歳」に比

べ 17.8 ポイント低かったが、その後上昇し続け、平成 14 年に「20～24 歳」の値を

上回り、翌平成 15 年以降は最も高い年齢階級となっている。（図表３－６－２、３

－６－３、付表３）。 

 

図表３－６－２ 女性の年齢階級別労働力率 

 
資料出所：総務省「労働力調査」（昭和 60 年、平成 27 年） 

 

図表３－６－３ 女性の年齢階級別労働力率の推移 

 
資料出所：総務省「労働力調査」 

* 平成 23 年は、総務省が平成 17 年国勢調査結果を基準（旧基準）とする推計人口をベンチマーク人口とし、補完的に推

計した値。 
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(4)女性の配偶関係別労働力率 ～有配偶者の「25～29 歳」の労働力率上昇幅大 

年齢階級別にみた配偶関係別労働力率について、昭和 60 年と平成 27 年の値を比

べると、未婚者は「25～29 歳」から「55～64 歳」までの各年齢階級において上昇し

ており、上昇幅が最も大きいのは「35～39 歳」（11.0 ポイント上昇）であり、次い

で「30～34 歳」（9.3 ポイント上昇）となっている。 

有配偶者は「20～24 歳」から「55～64 歳」までの各年齢階級において上昇してお

り、上昇幅が最も大きいのは「25～29 歳」（21.3 ポイント上昇）であり、次いで「30

～34 歳」及び「50～54 歳」（14.7 ポイント上昇）となっている（図表３－６－４、

付表６）。 

 

図表３－６－４ 女性の配偶関係、年齢階級別労働力率 

 
 資料出所：総務省「労働力調査」（昭和 60 年、平成 27 年） 

 

 (5) 労働力率変化の要因分解 

 ～労働力率が上昇したすべての年齢層で有配偶者の労働力率の上昇による効果大 

この 30 年間の労働力率の変化を配偶関係別の構成比の変化要因と配偶関係別の

労働力率の変化要因に分解すると、労働力率が上昇した 25 歳から 64 歳までのすべ

ての年齢階級で、有配偶者の労働力率の上昇による効果が最も大きかったことがわ

かる。また、30 年間の労働力率の上昇幅が最も大きかった「25～29 歳」では、未婚

者比率の上昇（30.2％から 61.1％）による効果も同程度に大きかったことが確認で

きる。 
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さらに、30 年間の変化を 10 年間ごとに分けてみると、労働力率の変化の要因が

大きく変わってきたことがわかる。まず、昭和 60 年から平成７年の 10 年間では、

「25～29 歳」の労働力率が 12.3 ポイントと大きく上昇したが、その要因は未婚者

比率の上昇（30.2％から 48.1％）による効果が大きかったことが確認できる。 

平成７年から 17 年の 10 年間では、「25～29 歳」の労働力率が 8.5 ポイント上昇

したが、その要因は未婚者比率の上昇による効果が約６割、有配偶者の労働力率の

上昇による効果が約４割となっていた。「30～34 歳」の労働力率は 9.0 ポイント上

昇し、その要因は未婚者比率の上昇（18.4％から 29.7％）による効果が約７割と大

きいが、有配偶者の労働力率の上昇による効果も約３割みられる。 

平成 17 年から 27 年の 10 年間では、「30～34 歳」と「35～39 歳」の労働力率の上

昇幅が大きく、それぞれ 8.5 ポイント、8.8 ポイント上昇したが、有配偶者の労働

力率の上昇による効果が大きく、未婚者比率の上昇による効果は小さくなっている。

また、「50～54 歳」と「55～64 歳」の労働力率も上昇幅が大きく、それぞれ 7.5 ポ

イント、8.4 ポイント上昇したが、有配偶者の労働力率の上昇による効果が大きか

ったことが確認できる（図表３－６－５、３－６－６、３－６－７）。 
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図表３－６－５ 女性の労働力率変化の要因分解 

〔昭和 60 年→平成 27 年〕 

 

〔昭和 60 年→平成７年〕 
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〔平成 17 年→平成 27 年〕 

 

資料出所：総務省「労働力調査」より厚生労働省雇用均等・児童家庭局試算。 
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図表３－６－６ 有配偶者の労働力率の推移 

資料出所：総務省「労働力調査」 

* 平成 23 年は岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。 

 

図表３－６－７ 女性の未婚者比率の推移 

 
資料出所：総務省「労働力調査」より厚生労働省雇用均等・児童家庭局作成。 

* 平成 23 年は岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。 
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２ 就業者 

(1) 就業者数及び就業率 

 ～25～44 歳の女性の就業率は上昇傾向、男性の就業率は低下傾向 

総務省「労働力調査」によると、昭和 60 年の女性の就業者数は 2,304 万人であっ

たが、平成 27 年は 2,754 万人で、450 万人の増加（昭和 60 年比 19.5％増）となっ

ている。女性の就業者数は昭和 60 年から平成９年（2,665 万人）まで増加傾向にあ

り、その後平成 24 年までは横ばいであったが、平成 25 年以降３年連続で増加して

いる。 

女性の就業率（15 歳以上人口に占める就業者の割合）は、昭和 60 年（47.4％）

以降 46.1～49.6％の間で推移している（平成 27 年 48.0％）が、生産年齢（15～64

歳）についてみると、昭和 60 年（53.0％）から上昇傾向にあり、平成 27 年は 64.6％

となっている。また、25～44 歳の女性の就業率をみると、昭和 60 年（56.5％）か

らほぼ一貫して上昇傾向にあり、平成 26 年に初めて７割を超え 70.8％となり、平

成 27 年は 71.6％となっている。 

男性の就業者数は、昭和 60 年は 3,503 万人であったが、平成 27 年は 3,622 万人

で、119 万人の増加（昭和 60 年比 3.4％増）となっている。昭和 60 年から平成９年

（3,892 万人）まで増加傾向にあったが、その後は減少傾向にある。就業率は昭和

60 年（76.1％）以降、低下傾向にある（平成 27 年 67.8％）が、生産年齢（15～64

歳）についてみると、昭和 60 年（81.1％）から平成 27 年（81.8％）まで横ばいで

推移している（図表３－６－８、付表８、９）。 
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図表３－６－８ 就業率の推移 

 

資料出所：総務省「労働力調査」 

＊平成 23 年は、総務省が平成 17 年国勢調査結果を基準（旧基準）とする推計人口をベンチマーク人口とし、補完的に

推計した値。 
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年（288 万人）の約５割となっている。この結果、就業者に占める雇用者の割合は
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上昇幅は 8.5 ポイントと、女性に比べ小さくなっている（図表３－６－９、付表 10、
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図表３－６－９ 従業上の地位別就業者数の推移 

〔女性〕 

 

〔男性〕 

 
資料出所：総務省「労働力調査」 

＊平成 23 年の数値は、補完推計値を平成 22 年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値（１頁※参照）。 
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成 27 年は 3,166 万人で、402 万人の増加（同 14.5％増）となっている。雇用者総数

に占める女性の割合は、昭和60年は35.9％であったが、平成27年は43.9％となり、

8.0 ポイント上昇した。 

雇用者数を年齢階級別にみると、女性は昭和 60 年は、「20～24 歳」が 262 万人（女

性雇用者総数に占める割合 16.9％）と最も多く、次いで「40～44 歳」209 万人（同

13.5％）、「35～39 歳」（同 13.2％）が 205 万人の順であったが、平成 27 年は、「40

～44 歳」が 328 万人（同 13.3％）、次いで「45～49 歳」が 302 万人（同 12.2％）、

「35～39 歳」及び「50～54 歳」が 270 万人（同 10.9％）の順となっている。男性

は昭和 60 年は、「35～39 歳」が 424 万人（男性雇用者総数に占める割合 15.3％）と

最も多く、次いで「30～34 歳」376 万人（同 13.6％）、「40～44 歳」354 万人（同 12.8％）

の順であったが、平成 27 年は、「40～44 歳」（同 13.3％）が 422 万人と最も多く、

次いで「45～49 歳」366 万人（同 11.6％）、「35～39 歳」365 万人（同 11.5％）の順

となっている（付表 16－１、16－２）。 

 また、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」により、一般労働者（常用労働者の

うち短時間労働者以外の者）の平均年齢をみると、昭和 60 年の女性の平均年齢は

35.4 歳であったが、平成 27 年は 40.7 歳とほぼ一貫して上昇傾向にある。男性は昭

和60年は 38.6歳であったが、平成27年は43.1歳とほぼ一貫して上昇傾向にある。 

 

(2) 産業別雇用者数 

 ～女性は昭和 60 年は「サービス業」が最多、平成 27 年は「医療,福祉」が最多 

総務省「労働力調査」により、女性雇用者数を産業別にみると、昭和 60 年は「サ

ービス業」1が 464 万人（女性雇用者総数に占める割合 30.0％）と最も多く、次い

で「製造業」435 万人（同 28.1％）、「卸売・小売業,飲食店」408 万人（同 26.4％）

の順であった。日本標準産業分類改定により、分類項目が異なるため比較には注意

を要するが、平成 27 年については、「医療,福祉」が 578 万人（同 23.4％）と最も

多く、次いで、「卸売業,小売業」495 万人（同 20.0％）、「製造業」290 万人（同 11.7％）

の順となっている。 

                         
1 昭和 60 年の「サービス業」には、洗濯・理容・浴場業、駐車場業、その他の生活関連サービ

ス業、旅館、その他の宿泊所、娯楽業、自動車整備業、機械・家具等修理業、物品賃貸業、映

画・ビデオ制作業、放送業、情報サービス・調査業、広告業、専門サービス業、協同組合、そ

の他の事業サービス業、廃棄物処理業、医療業、保健衛生、社会保険、社会福祉、教育、学術

研究機関、宗教、政治・経済・文化団体、その他のサービス業、外国公務など各種のサービス

を提供する事業所が含まれる。 
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産業分類として「医療,福祉」が新設された平成 14 年は 348 万人（同 16.1％）で

あった。当時は「卸売業,小売業」が最も多く 460 万人（同 21.3％）、次いで「製造

業」359 万人（同 16.6％）で、「医療,福祉」は３番目であったが、翌年の平成 15

年に「製造業」を上回り、更に平成 22 年に「卸売業,小売業」を上回り、以降「医

療,福祉」が最多となっている。 

男性は、昭和 60 年は「製造業」が 800 万人（男性雇用者総数に占める割合 28.9％）

と最も多く、次いで、「卸売・小売業,飲食店」504 万人（同 18.2％）、「サービス業」

476 万人（同 17.2％）の順であった。平成 27 年については、「製造業」が 694 万人

（同 21.9％）と最も多く、次いで「卸売業,小売業」468 万人（同 14.8％）、「建設

業」342 万人（同 10.8％）の順となっている。 

各産業における雇用者に占める女性の割合をみると、昭和 60 年は「サービス業」

（49.4％）、「金融・保険業，不動産業」（45.2％）、「卸売・小売業,飲食店」（44.7％）

で４割を超えている。平成 27 年は、「医療,福祉」（77.0％）、「宿泊業，飲食サービ

ス業」（63.6％）、「生活関連サービス業，娯楽業」（59.4％）、「教育，学習支援業」

（54.7％）、「金融業，保険業」（54.7％）、「卸売業，小売業」（51.4％）、「農業,林業」

（41.5％）で４割を超えている（図表３－６－10）。 

 

図表３－６－10 産業別雇用者数、構成比及び雇用者総数に占める女性の割合 

〔昭和 60 年〕 
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〔平成 27 年〕 

 

 

 
資料出所：総務省「労働力調査」 

     「雇用者数の構成比（％）」及び「雇用者総数に占める女性の割合（％）」は厚生労働省雇用均等・児童家庭局作

成。 

昭和 60 年は第 10 回改定の産業分類により結果を表章している。 

 

0 100 200 300 400 500 600

農林業

漁業

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸・通信業

卸売・小売業，飲食店

金融・保険業，不動産業

サービス業

公務 (他に分類されないもの)

（万人）
女性雇用者数

総数
農業，

林業
漁業

鉱業，

採石

業，砂

利採取

業

建設業 製造業

電気・

ガス・

熱供

給・水

道業

情報通

信業

運輸

業，

 郵便業

卸売

業，

 小売業

金融

業，保

険業

不動産

業，物

品賃貸

業

学術研

究，専

門・技

術サー

ビス業

宿泊

業，飲

食サー

ビス業

生活関

連サー

ビス

業，娯

楽業

教育，

学習支

援業

医療，

  福祉

複合

サービ

ス事業

サービ

ス業

（他に

分類さ

れない

もの）

公務

（他に

分類さ

れるも

のを除

く）

分類不

能の産

業

男女計 5,640 53 8 3 407 984 29 200 321 963 150 107 166 324 175 278 751 59 364 230 70

女性 2,474 22 2 1 66 290 4 53 62 495 82 40 57 206 104 152 578 22 143 62 33

男性 3,166 31 6 3 342 694 25 147 259 468 68 67 109 118 71 126 172 37 221 168 36

女性 100.0 0.9 0.1 0.0 2.7 11.7 0.2 2.1 2.5 20.0 3.3 1.6 2.3 8.3 4.2 6.1 23.4 0.9 5.8 2.5 1.3

男性 100.0 1.0 0.2 0.1 10.8 21.9 0.8 4.6 8.2 14.8 2.1 2.1 3.4 3.7 2.2 4.0 5.4 1.2 7.0 5.3 1.1

43.9 41.5 25.0 33.3 16.2 29.5 13.8 26.5 19.3 51.4 54.7 37.4 34.3 63.6 59.4 54.7 77.0 37.3 39.3 27.0 47.1

雇用者数

（万人）

雇用者数

の構成比

（％）
雇用者総数に占める

女性の割合（％）

区　　　分

平成27年　産業別雇用者数

0 100 200 300 400 500 600

農業，林業

漁業

鉱業，採石業，砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

（万人）
女性雇用者数



― 94 ― 

(3) 職業別雇用者数 ～女性は昭和 60 年、平成 27 年とも「事務従事者」が最多 

総務省「労働力調査」により、女性の雇用者数を職業別にみると、昭和 60 年は、

「事務従事者」が 568 万人（女性雇用者総数に占める割合 24.7％）と最も多く、次

いで「製造･制作･機械運転及び建設作業者」517 万人（同 22.4％）、「販売従事者」

324 万人（同 14.1％）の順であった。日本標準職業分類の改定により、分類項目が

異なるため比較に注意を要するが、平成27年は、「事務従事者」が721万人（同29.1％）

と最も多く、次いで「サービス職業従事者」471 万人（同 19.0％）、「専門的・技術

的職業従事者」458 万人（同 18.5％）の順となっている。 

男性は、昭和 60 年は「製造･制作･機械運転及び建設作業者」が 1,171 万人（男性

雇用者総数に占める割合 33.4％）と最も多く、次いで「販売従事者」537 万人（同

15.3％）、事務従事者 453 万人（同 12.9％）の順であった。平成 27 年は、「生産工

程従事者」が 567 万人（同 17.9％）と最も多く、次いで「事務従事者」501 万人（同

15.8％）、「専門的・技術的職業従事者」490 万人（同 15.5％）の順となっている。 

 各職業分類における雇用者に占める女性の割合をみると、昭和 60 年は「事務従事

者」が 55.6％で最も高く、次いで「保安職業，サービス職業従事者」54.5％、「農

林漁業作業者」48.0％の順であった。平成 27 年は、「サービス職業従事者」が 69.6％

で最も高く、次いで「事務従事者」59.0％、「専門的・技術的職業従事者」48.3％の

順となっている（図表３－６－11）。 

 

図表３－６－11 職業別雇用者数、構成比及び雇用者総数に占める女性の割合 

〔昭和 60 年〕 

 

 

総

数

職

業

従

事

者

専

門

的

・

技

術

的

職

業

従

事

者

管

理

的

事

務

従

事

者

販

売

従

事

者

職

業

従

事

者

保

安

職

業

，

サ

ー
ビ

ス

農

林

漁

業

作

業

者

従

事

者

運

輸

・

通

信

採

掘

作

業

者

及

び

建

設

作

業

者

製

造

･

制

作

･

機

械

運

転

労

務

作

業

者

男女計 5,807 538 211 1,021 861 501 502 227 4 1,689 230

女性 2,304 245 14 568 324 273 241 11 0 517 102

男性 3,503 293 197 453 537 228 261 216 4 1,171 128

女性 100.0 10.6 0.6 24.7 14.1 11.8 10.5 0.5 0.0 22.4 4.4

男性 100.0 8.4 5.6 12.9 15.3 6.5 7.5 6.2 0.1 33.4 3.7

39.7 45.5 6.6 55.6 37.6 54.5 48.0 4.8 0.0 30.6 44.3

構成比（％）

区　　　分

雇用者数

（万人）

雇用者総数に占める

女性の割合（％）



― 95 ― 

〔平成 27 年〕 

 
資料出所：総務省「労働力調査」 

     「構成比（％）」及び「雇用者総数に占める女性の割合（％）」は厚生労働省雇用均等・児童家庭局作成。 
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職員・従業員」の割合は昭和 60 年（32.1％）から平成 27 年（56.3％）までほぼ一

貫して上昇傾向にある。なお、「非正規の職員・従業員」が「正規の職員・従業員」

を上回ったのは、平成 15 年であった。「非正規の職員・従業員」のうち、「パート・

アルバイト」の構成比は昭和60年の28.5％から平成27年の44.1％に上昇している。 

男性は、昭和 60 年は「正規の職員・従業員」が 2,349 万人、「非正規の職員・従

業員」は 187 万人であったが、平成 27 年は「正規の職員・従業員」が 2,270 万人と

79 万人減少（昭和 60 年比 3.4％減）し、「非正規の職員・従業員」が 634 万人と 447

万人増加（同 239.0％増）した。「正規の職員・従業員」は平成 10 年（2,639 万人）

をピークに減少傾向にあり、「非正規の職員・従業員」はほぼ一貫して増加傾向にあ

る。 

「非正規の職員・従業員」のうち、最も多い「パート・アルバイト」は、昭和 60

年は 83 万人であったが、平成 27 年は 312 万人とほぼ一貫して増加傾向にあり、229

万人増加（同 275.9％増）した。 

男性の役員を除く雇用者に占める「正規の職員・従業員」の割合は、昭和 60 年

（92.6％）から平成 27 年（78.2％）まで低下傾向にあり、「非正規の職員・従業員」

の割合は昭和 60 年（7.4％）から平成 27 年（21.8％）まで上昇傾向にある（図表３

－６－12、３－６－13、付表 21－1、21－2）。 

 

図表３－６－12 正規の職員・従業員、非正規の職員・従業員数の推移 

〔女性〕 
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〔男性〕 

 
資料出所：総務省「労働力調査特別調査」（昭和 60～平成 13 年、各年２月）、「労働力調査（詳細集計）」（平成 14～24 年）、 

     「労働力調査（基本集計）」（平成 25～27 年、年平均） 

＊平成 23 年は補完推計値（１頁※参照）。 

 

図表３－６－13 非正規の職員・従業員割合の推移 

 

資料出所：総務省「労働力調査特別調査」（昭和 60～平成 13 年、各年２月）、「労働力調査（詳細集計）」（平成 14～24 年）、 

     「労働力調査（基本集計）」（平成 25～27 年、年平均） 

＊平成 23 年は補完推計値（１頁※参照）。 
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② 年齢階級別雇用形態の状況 

 ～「25～34 歳」女性の人口に占める「正規の職員・従業員」の割合は 12.6 ポイ

ント上昇 

非農林業の役員を除く雇用者について、雇用形態別・年齢階級別にみると、昭和

60 年の女性は、すべての年齢階級で「正規の職員・従業員」が最も多く、次に「パ

ート・アルバイト」が多かった。女性の人口に占める「正規の職員・従業員」の割

合を年齢階級別にみると、「15～24 歳」が 31.2％と最も高く、次いで「25～34 歳」

28.2％、「45～54 歳」23.5％、「35～44 歳」21.8％の順となっている。女性の人口に

占める「パート・アルバイト」の割合を年齢階級別にみると、「35～44 歳」が 16.3％

と最も高く、次いで「45～54 歳」12.4％、「25～34 歳」8.1％の順となっている。 

平成 27 年は、「15～24 歳」、「25～34 歳」、「35～44 歳」では「正規の職員・従業

員」が最も多いが、「45～54 歳」、「55～64 歳」、「65 歳以上」では、「パート・アル

バイト」が最も多くなっている。女性の人口に占める「正規の職員・従業員」の割

合を年齢階級別にみると、「25～34 歳」が 40.8％と最も高く、次いで「35～44 歳」

29.5％、「45～54 歳」26.8％の順となっている。昭和 60 年と比較すると、女性の人

口に占める「正規の職員・従業員」の割合は、「15～24 歳」では 12.0 ポイント低下

したが、「25～34 歳」では 12.6 ポイント上昇した。女性の人口に占める「パート・

アルバイト」の割合を年齢階級別にみると、「45～54 歳」が 31.4％と最も高く、次

いで「35～44 歳」27.3％、「55～64 歳」25.5％の順となっている。昭和 60 年と比較

すると、女性の人口に占める「パート・アルバイト」の割合は、「55～64 歳」で 20.2

ポイント、「45～54 歳」で 19.0 ポイント上昇した。 

男性は、昭和 60 年のすべての年齢階級で「正規の職員・従業員」が最も多く、次

に「15～24 歳」は「パート・アルバイト」が、それ以外の年齢階級では「嘱託、そ

の他」が多かった。男性の人口に占める「正規の職員・従業員」の割合を年齢階級

別にみると、「25～34 歳」が 78.8％、次いで「35～44 歳」70.1％、「45～54 歳」61.0％

の順となっている。 

平成 27 年はすべての年齢階級で「正規の職員・従業員」が最も多く、次に「パー

ト・アルバイト」が多かった。男性人口に占める「正規の職員・従業員」の割合を

年齢階級別にみると、「35～44 歳」が 72.2％と最も高く、次いで「25～34 歳」69.6％、

「45～54 歳」68.7％の順となっている。昭和 60 年と比較すると、男性の人口に占

める「正規の職員・従業員」の割合は、「25～34 歳」で 9.2 ポイント減少したが、「45

～54 歳」では 7.7 ポイント上昇した。（図表３－６－14） 
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図表３－６－14 雇用形態、年齢階級別人口に占める雇用者割合 

〔昭和 60 年女性〕 

 

 

〔平成 27 年女性〕 
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〔昭和 60 年男性〕 

 

〔平成 27 年男性〕 

 

資料出所：総務省「労働力調査特別調査」（昭和 60 年２月）、「労働力調査（基本集計）」（平成 27 年、年平均） 
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平成 17 年調査から、一般労働者について「正社員・正職員」と「正社員・正職員

以外」に区分しているが、女性の「正社員・正職員」の平均勤続年数は、平成 17

年の 9.7 年から平成 27 年の 10.2 年に、「正社員・正職員以外」は、平成 17 年の 5.5

年から平成 27 年の 6.8 年に、いずれも長くなっている。男性は、「正社員・正職員」

は平成 17 年の 14.1 年から平成 27 年の 14.0 年と横ばいであるが、「正社員・正職員

以外」は平成 17 年の 6.0 年から平成 27 年の 9.1 年となっている（図表３－６－15、

付表 27）。 
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図表３－６－15 一般労働者の平均勤続年数の推移 

 

 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

注） １ 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。 

２ 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働 

時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。 

３ 「正社員・正職員」は事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以外」とは、「正社員・正職員」 

に該当しない者をいう。 

４ 企業規模 10 人以上の結果を集計している。   
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５ 役職者に占める女性の割合 ～いずれの役職でも上昇傾向 

 「賃金構造基本統計調査」より、役職者に占める女性の割合について、昭和 60

年から平成27年の変化をみると、「課長級以上（部長級＋課長級）」が1.4％から8.7％

に、「係長級以上（部長級＋課長級＋係長級）」が 2.5％から 11.9％に上昇している。

役職別にみると、「部長級」は 1.0％から 6.2％に、「課長級」は 1.6％から 9.8％に、

「係長級」は 3.9％から 17.0％に、いずれの区分も上昇傾向が続いている（図表３

－６－16、付表 31）。 

 「課長級以上（部長級＋課長級）」に占める女性の割合を産業別にみると、平成

27 年は「医療，福祉」44.6％と最も高く、次いで「教育，学習支援業」23.0％、「生

活関連サービス業，娯楽業」12.1％の順となっている（図表３－６－17）。 

  

図表３－６－16 役職者に占める女性の割合の推移 

 
資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より、厚生労働省雇用均等・児童家庭局作成。 

注）各役職の一般労働者数（男女計：雇用期間の定めなしの労働者）に占める女性一般労働者数の割合を算出。 
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図表３－６－17 産業別役職者に占める女性の割合〔平成 27 年〕 

 

資料出所：厚生労働省「平成 27 年 賃金構造基本統計調査」より、厚生労働省雇用均等・児童家庭局作成。 
注）各役職の一般労働者数（男女計：雇用期間の定めなしの労働者）に占める女性一般労働者数の割合を算出。 

 

６ 男女間賃金格差 ～所定内給与額の格差縮小傾向 

 「賃金構造基本統計調査」によると、一般労働者の所定内給与額の男女間格差（男

性＝100.0 とした場合の女性の所定内給与額）は、昭和 60 年は 59.6 であったが、

平成 27 年は 72.2 となっており、格差は縮小傾向が続いている。 

平成 17 年調査から一般労働者について「正社員・正職員」と「正社員・正職員以

外」に区分しているが、「正社員・正職員」の所定内給与額の男女間格差は、平成

17 年（68.7）から平成 27 年（74.4）までほぼ一貫して縮小し続けている。「正社員・

正職員以外」については平成 17 年（76.1）から平成 27 年（79.0）までやや上下の

波があるものの、縮小傾向にある（図表３－６－18、付表 54）。 
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図表３－６－18 所定内給与額男女間格差の推移 

  
資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より、厚生労働省雇用均等・児童家庭局作成。 

注） １ 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。 

 ２ 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働 

時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。 

 ３ 「正社員・正職員」は事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以外」とは、「正社員・正職員」 

に該当しない者をいう。  

 ４ 企業規模 10 人以上の結果を集計している。 

 ５ 所定内給与額の男女間格差は、男性の所定内給与額を 100.0 とした場合の女性の所定内給与額を次の式により 

算出した。  

所定内給与額の男女間格差＝女性の所定内給与額÷男性の所定内給与額×100 

 

 

７ 第１子出産前後の継続就業 ～第１子出産前後の継続就業割合は横ばい 

 国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調査（夫婦調査）」により、

第１子出産前後の妻の就業経歴をみると、妊娠前に就業していた妻の割合は、昭和

60 年からの５年間は 61.4％であったが、平成 17 年からの５年間は 70.7％となり、

9.3 ポイント上昇している。妊娠前に就業していた妻の割合を 100 とした場合、出

産後も継続就業する妻の割合は、昭和 60 年からの５年間は 39.0％であったが、平

成 17 年からの５年間は、38.0％に微減しており、第１子出産を機に約６割の女性が

離職している状況は変わっていない（図表３－６－19）。 
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図表３－６－19 第１子出生年別にみた、第１子出産前後の妻の就業経歴 

 

資料出所：国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調査（夫婦調査）」（平成 22 年） 

（注）初婚どうし夫婦について、第 12 回～第 14 回調査の当該児が 1 歳以上 15 歳未満の夫婦を合わせて集計。 

出産前後の職業経歴： 就業継続（育休利用） －第 1 子妊娠前就業～育児休業取得～第 1 子 1 歳時就業 

就業継続（育休なし） －第 1 子妊娠前就業～育児休業取得なし～第 1 子 1 歳時就業 

出産退職 －第 1 子妊娠前就業～第 1 子 1 歳時無職 

妊娠前から無職 －第 1 子妊娠前無職～第 1 子 1 歳時無職 

 

 

８ 女性が職業をもつことに対する意識 

 ～男女とも「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」と思う人の割合

は上昇傾向 

 内閣府の「男女平等に関する世論調査」、「男女共同参画社会に関する世論調査」

及び「女性の活躍推進に関する世論調査」により、女性が職業をもつことについて

の考え方をみると、平成４年の女性は、「子どもができたら職業をやめ、大きくなっ

たら再び職業をもつ方がよい」とする者の割合が 45.4％と最も高く、次いで「子ど

もができても、ずっと職業を続ける方がよい」とする者（26.3％）、「子どもができ

るまでは、職業をもつ方がよい」とする者（11.1％）の順であった。平成 26 年は、
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者 11.6％の順となっている。「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」

とする者の割合は、平成４年以降上昇傾向にあり、平成 16 年に「子どもができたら

職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」とする者の割合を上回った。 

男性は、平成４年は「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を

もつ方がよい」とする者の割合が 39.2％と最も高く、次いで「子どもができても、

ずっと職業を続ける方がよい」とする者（19.8％）、「子どもができるまでは、職業

をもつ方がよい」とする者（15.1％）の順であった。平成 26 年は、「子どもができ

ても、ずっと職業を続ける方がよい」とする者の割合が 43.5％と最も高く、次いで

「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」とする

者（30.4％）、「子どもができるまでは、職業をもつ方がよい」とする者（11.7％）

の順となっている。「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」とする者の

割合は、平成４年以降上昇傾向にあり、平成 14 年に「子どもができたら職業をやめ、

大きくなったら再び職業をもつ方がよい」とする者の割合を上回った（図表３－６

－20）。 
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図表３－６－20 女性が職業をもつことに対する意識 

〔女性〕 

 

〔男性〕 

 
 資料出所：内閣府「男女平等に関する世論調査」（平成４年）、「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成７年～24 年）、 

「女性の活躍推進に関する世論調査」（平成 26 年） 
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まとめ 

我が国の女性労働に関するデータの特徴である、Ｍ字型カーブはこの 30 年間で大

きく上方にシフトし、かつ、窪みが大幅に浅くなった。労働力率の上昇幅が最も大

きかったのは「25～29 歳」で、その結果、平成 14 年以降は「20～24 歳」の労働力

率を上回り、Ｍ字の左のピークとなっている。また、Ｍ字の底である「30～34 歳」

では、昭和 60 年の 50.6％から平成 27 年の 71.2％へと 20.6 ポイント上昇した。加

えて、「50～54 歳」、「55～59 歳」での上昇幅も特に近年において大きくなっており、

Ｍ字の右のピークである「45～49 歳」以降の落ち込みがなだらかな形状へと変わっ

てきている。 

こうした 30 年間の女性の労働力率の変化について、配偶関係別の構成比の変化要

因と配偶関係別の労働力率の変化要因に分解すると、労働力率が上昇した 25 歳から

64 歳までのすべての年齢階級で、有配偶者の労働力率の上昇による効果が最も大き

かったことが確認できた。また、労働力率の上昇幅が最も大きかった「25～29 歳」

では、未婚者比率の上昇の効果も同程度に大きかったことが確認できた。さらに 30

年間を 10 年ごとに分けて分析した結果、Ｍ字型カーブを上方シフトさせる要因とし

て、かつては晩婚化、未婚化の進行による未婚者比率の上昇の影響が大きかったが、

ここ 10 年間では、有配偶者の労働力率の上昇の影響がどの年齢階級でも大きくなっ

ており、30 年間の変化全体としては、後者の影響が前者を上回ったことがわかった。 

女性雇用者数については、昭和 60 年以降ほぼ一貫して増加傾向にあり、昭和 60

年は 1,548 万人であったが、平成 27 年は 2,474 万人と、926 万人の増加となってい

る。雇用者総数に占める女性の割合をみると、昭和 60 年は 35.9％であったが、平

成 27 年は 43.9％となっている。 

女性雇用者数を産業別にみると、昭和 60 年は「サービス業」が 464 万人（女性雇

用者総数に占める割合 30.0％）と最も多く、次いで「製造業」435 万人（同 28.1％）、

「卸売・小売業,飲食店」408 万人（同 26.4％）の順となっていた。日本標準産業分

類改定により、分類項目が異なるため比較には注意を要するが、平成 27 年について

は、「医療,福祉」が 578 万人（同 23.4％）と最も多く、「卸売業,小売業」が 495 万

人（同 20.0％）、「製造業」が 290 万人（同 11.7％）となっている。 

女性雇用者数（役員を除く）を雇用形態（勤め先での呼称による）別にみると、

昭和 60 年には「正規の職員・従業員」994 万人、「非正規の職員・従業員」は 470

万人であったが、平成 27 年には「正規の職員・従業員」1,043 万人、「非正規の職

員・従業員」1,345 万人となっている。昭和 60 年に比べ、「正規の職員・従業員」

は 49 万人の増加に対し、「非正規の職員・従業員」は 875 万人と大幅に増加してい

る。「非正規の職員・従業員」割合でみると、昭和 60 年は 28.5％であったが、その
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後ほぼ一貫して上昇傾向にあり、平成 15 年に「正規の職員・従業員」割合を上回り、

平成 27 年は 56.3％となっている。 

役職者に占める女性の割合について、昭和 60 年から平成 27 年の変化をみると、

「課長級以上（部長級＋課長級）」が 1.4％から 8.7％に、「係長級以上（部長級＋課

長級＋係長級）」が 2.5％から 11.9％に上昇している。役職別にみると、「部長級」

は 1.0％から 6.2％に、「課長級」は 1.6％から 9.8％に、「係長級」は 3.9％から 17.0％

に、いずれの区分も上昇傾向が続いている。 

男女間賃金格差についてみると、一般労働者の所定内給与額の男女間格差（男性

＝100.0 とした場合の女性の所定内給与額）は、昭和 60 年は 59.6 であったが、平

成 27 年は 72.2 となっており、格差は縮小傾向が続いている。 

以上みてきたように、この 30 年間の働く女性に関するデータは大きく変化してお

り、労働力率の上昇や雇用者数の増加をはじめとする量的拡大に加え、役職者に占

める割合や賃金の男女間格差など質的な面でも改善がみられ、多くの女性が様々な

分野で活躍していることが確認できる。この間、男女雇用機会均等法は数度の改正

を経て、制定当初の法制上の課題がほぼ解決されるとともに、育児・介護休業法、

パートタイム労働法及び次世代育成支援対策推進法の整備、充実が図られ、仕事と

家庭の両立の支援策やパートタイム労働対策も進展した。 

しかしながら、こうした施策を通じても、就業を希望していながら働いていない

女性（女性の非労働力人口のうち就業希望者）が約 300 万人に上り、依然として第

一子出産前後の継続就業をみると約６割の女性が離職するという状況等にあること

から、働くことを希望する女性が、その希望に応じた働き方を実現できるよう社会

全体として取り組んでいくため、女性活躍推進法が制定された。 

男女雇用機会均等法の制定から 30 年を経て女性活躍推進法が成立・施行し、女性

活躍推進は新たなステージに入ったと言えるが、今後は、各企業の女性活躍推進法

に基づく取組が実効あるものとなるよう支援等を進めていくとともに、男女雇用機

会均等法等既存の法律についても着実な履行確保を図っていく必要がある。特に、

女性活躍推進法の成立により、女性の活躍推進に向けた動きはかつてないほど多く

の分野で力強く進められているが、こうした活動が一過性のものでなく、継続的か

つ新たなステージにふさわしく有意義に展開されることが重要な課題である。 
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